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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】治具等の部材を用いることによる製造コストの
増大や製造効率の低下を防ぐことが可能なトップエミッ
ション型有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】基板２、画素電極３、補助電極４、スペー
サ部５、および有機ＥＬ層を有し、補助電極４上の全面
に少なくとも１層の有機層６が形成された有機ＥＬ層側
基板１を準備する有機ＥＬ層側基板準備工程と、第１圧
力下で、上記有機ＥＬ層側基板１表面を上記仮封止用蓋
材８で封止する減圧密封工程と、上記有機ＥＬ層側基板
１および上記仮封止用蓋材８の外周の空間を第２圧力に
調整して上記有機ＥＬ層側基板１および上記仮封止用蓋
材８を密着させる密着工程と、上記仮封止用蓋材８を介
してレーザー光を照射して、上記接触部９を形成する接
触部形成工程を有することを特徴とするトップエミッシ
ョン型有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に形成された複数の画素電極と、前記画素電極の間に形成された補
助電極と、前記基板上に形成されたスペーサ部と、前記画素電極上に形成され、複数の有
機層から構成されており、少なくとも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス層と
、前記補助電極上に形成された少なくとも１層の前記有機層と、前記補助電極上に形成さ
れた前記有機層の開口部である接触部と、前記有機エレクトロルミネッセンス層および前
記接触部上に形成された透明電極層とを有し、前記スペーサ部は、前記接触部および前記
接触部に隣接する前記画素電極の間に形成されており、また、前記透明電極層は、前記補
助電極と前記接触部で電気的に接続されているトップエミッション型有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置を製造するトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の製造方法であって、
　前記基板、前記画素電極、前記補助電極、前記スペーサ部、および前記有機エレクトロ
ルミネッセンス層を有し、前記補助電極上の全面に少なくとも１層の前記有機層が形成さ
れた有機エレクトロルミネッセンス層側基板を準備する有機エレクトロルミネッセンス層
側基板準備工程と、
　第１圧力下で、前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板準備工程で得られた前記有
機エレクトロルミネッセンス層側基板に仮封止用蓋材を対向させて前記スペーサ部の頂部
に前記仮封止用蓋材が前記有機層を介して接触するように配置し、前記有機エレクトロル
ミネッセンス層側基板および前記仮封止用蓋材の間の空間を密封して前記有機エレクトロ
ルミネッセンス層側基板表面を前記仮封止用蓋材で封止する減圧密封工程と、
　前記減圧密封工程で密封された前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板および前記
仮封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整して前記有機エレクトロルミネッセンス層側
基板および前記仮封止用蓋材を密着させる密着工程と、
　前記仮封止用蓋材を介してレーザー光を照射して、前記補助電極上に形成された前記有
機層を除去して前記接触部を形成する接触部形成工程とを有し、
　前記仮封止用蓋材は、蓋基板と前記蓋基板上に枠状に形成された仮封止部材とを有する
ことを特徴とするトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方
法。
【請求項２】
　前記仮封止用蓋材は、前記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に枠状の前記仮封止部
材が形成されており、
　前記仮封止部材は、磁性材料から構成されており、
　前記基板において、前記画素電極および前記補助電極が形成された側とは反対側の面に
、金属板を配置することを特徴とする請求項１に記載のトップエミッション型有機エレク
トロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記仮封止用蓋材は、前記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に枠状の前記仮封止部
材が形成されており、
　前記仮封止部材は、金属材料から構成されており、
　前記基板のいずれか一方の面に磁性板を配置することを特徴とする請求項１に記載のト
ップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記仮封止用蓋材は、前記蓋基板の前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板に対向
する側の面に枠状の前記仮封止部材が形成されており、
　前記仮封止部材が、粘着材料から構成されていることを特徴とする請求項１に記載のト
ップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項５】
　蓋基板と、
　前記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に形成された枠状の仮封止部材とを有し、
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　前記仮封止部材が、磁性材料から構成されていることを特徴とする仮封止用蓋材。
【請求項６】
　蓋基板と、
　前記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に形成された枠状の仮封止部材とを有し、
　前記仮封止部材が、金属材料から構成されていることを特徴とする仮封止用蓋材。
【請求項７】
　蓋基板と、
　前記蓋基板のいずれか一方の面に形成された枠状の仮封止部材とを有し、
　前記仮封止部材が、粘着材料から構成されていることを特徴とする仮封止用蓋材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補助電極を有するトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子は、自己発色により視認性が高いこと、液晶表示装
置と異なり全固体ディスプレイであるため耐衝撃性に優れていること、応答速度が速いこ
と、温度変化による影響が少ないこと、および視野角が広いこと等の利点が注目されてい
る。なお、以下、有機エレクトロルミネッセンスを有機ＥＬと略す場合がある。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の構成は、陽極と陰極との間に有機ＥＬ層が狭持された積層構造を基本と
している。このような有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ表示装置の駆動方式には、パッシブ
マトリクス駆動およびアクティブマトリクス駆動があるが、大型ディスプレイを製造する
にあたっては、低電圧による駆動が可能であるという観点から、アクティブマトリクス駆
動が有利である。なお、アクティブマトリクス駆動とは、有機ＥＬ素子が形成された基板
にＴＦＴ等の回路を形成し、上記ＴＦＴ等の回路により駆動する方式をいう。
【０００４】
　このような有機ＥＬ表示装置には、有機ＥＬ素子が形成された基板側から光を取り出す
ボトムエミッション型と、有機ＥＬ素子が形成された基板とは反対側から光を取り出すト
ップエミッション型とがある。ここで、アクティブマトリクス駆動の有機ＥＬ表示装置の
場合、ボトムエミッション型では、光の取り出し面である基板に形成されたＴＦＴ等の回
路により開口率が制限され、光取り出し効率が低下してしまうという問題がある。これに
対し、トップエミッション型では、基板とは反対側の面から光を取り出すため、ボトムエ
ミッション型に比べて優れた光取り出し効率が得られる。なお、トップエミッション型の
場合には、光取り出し面となる側の電極層として透明電極層が用いられる。
【０００５】
　ところで、一般的な透明電極層は、ＡｌやＣｕ等の金属から構成される電極層に比べて
抵抗が大きい。そのため、透明電極層を有する有機ＥＬ表示装置においては、透明電極層
の抵抗によって電圧降下が生じ、結果として有機ＥＬ層の輝度の均一性が低下する、いわ
ゆる輝度ムラの発生が問題になっている。また、透明電極層の面積が大きくなるほどその
抵抗はより大きくなることから、上述した輝度ムラの問題は大型ディスプレイを製造する
場合に顕著になる。
【０００６】
　上記課題に対しては、抵抗値の低い補助電極を形成し、これを透明電極層と電気的に接
続させることにより電圧降下を抑制する方法が知られている。ここで、補助電極は、通常
、金属層を成膜した後にウェットプロセスによるエッチング処理を施し、パターン状に形
成される。そのため、例えばトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置において、有機Ｅ
Ｌ層形成後に補助電極を形成する場合には、補助電極を形成する際に用いられるエッチン
グ液により有機ＥＬ層が侵されるという問題があった。そこで、特許文献１～３に記載さ
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れているように、有機ＥＬ層を形成する前に補助電極を形成する方法が知られている。
【０００７】
　しかしながら、通常、有機ＥＬ層を形成する前に補助電極を形成すると、有機ＥＬ層を
全面に形成する場合や有機ＥＬ層を構成する少なくとも１層の有機層を全面に形成する場
合に、補助電極上に有機ＥＬ層や少なくとも１層の有機層が形成されることになる。その
ため、補助電極と透明電極層との電気的な接続が、補助電極上の有機ＥＬ層や有機層によ
って妨げられてしまうという問題があった。
【０００８】
　このような問題に対して特許文献１では、レーザー光により補助電極上の有機ＥＬ層を
除去して、補助電極と透明電極層とが電気的に接続された有機ＥＬ表示装置を作製する方
法が提案されている。しかしながら、この場合、レーザー光により除去された有機ＥＬ層
が飛散して有機ＥＬ表示装置における画素領域が汚染され、表示特性が低下してしまうと
いう問題がある。
【０００９】
　また、上記問題を解決する方法として、例えば特許文献２では、レーザー光による有機
ＥＬ層の除去を行う前に、有機ＥＬ層で被覆された補助電極全面に透光性を有する第１の
電極を形成し、その後、第１の電極を介してレーザー光により有機ＥＬ層を除去し、最後
に第２の電極を形成する方法が提案されている。この場合、上述のような有機ＥＬ表示装
置の表示特性の低下は抑制することができるものの、透明電極層として第１の電極および
第２の電極を形成することにより、製造工程が増加してしまうという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第４９５９１１９号
【特許文献２】特表２０１０－５３８４４０号公報
【特許文献３】特許第４３４０９８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、特許文献３には、次のような方法が開示されている。すなわち、図１６（ａ
）に示すように、基板２０上に画素電極３０および補助電極４０が形成され、上記画素電
極３０および補助電極４０の間に絶縁層５０が形成されており、その全面を覆うように有
機層６０が形成された有機ＥＬ層側基板と、蓋材８０’とを真空雰囲気のチャンバーＣ内
にて対向させる。次に、図１６（ｂ）に示すように、有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’とを
対向させて重ね合わせた重ね合わせ基板１０’をチャンバーＣ内から大気中に取り出して
、有機ＥＬ層側基板に蓋材８０’を密着させる。その後、重ね合わせ基板１０’の蓋材８
０’側からレーザー光Ｌを照射して補助電極４０上の有機ＥＬ層６０を除去する方法であ
る。図１６（ａ）～（ｂ）に示す方法では、有機ＥＬ層側基板および蓋材８０’の間の空
間の圧力と重ね合わせ基板１０’の外周の空間の圧力との間の差、すなわち両空間におけ
る差圧により、有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’との密着性を上げることができ、この状態
にてレーザー光による有機層の除去を行うことができる。しかしながら、図１６（ａ）～
（ｂ）に示す方法の場合には、有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’との間の空間を真空にした
重ね合わせ基板１０’を搬送する際に、蓋部８０’が有機ＥＬ層側基板から剥がれやすく
なり、有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’との間の空間の真空状態を維持するのが困難になる
という問題がある。また、図１６（ａ）～（ｂ）に示す方法においては、有機ＥＬ層側基
板と蓋材８０’との間の空間Ｖについては真空にすることができるものの、重ね合わせ基
板１０’をチャンバーＣ内から取り出した際に重ね合わせ基板１０’の両端にある空間Ｎ
は外部の空間と連通してしまうため、有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’との密着性を十分に
確保するのが困難になるという問題がある。
【００１２】
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　さらに、特許文献３には、その他の方法として次のような方法が開示されている。すな
わち、図１７（ａ）に示すように、チャンバーＣ内にて、治具本体８１’に重ね合わせ基
板１０’を配置し、上記治具本体８１’および重ね合わせ基板１０’における蓋材８０’
に気密シール８２’を貼付して治具蓋体８３’を用いて密封する。次に、重ね合わせ基板
１０’をチャンバーＣ内から大気中に取り出して、有機ＥＬ層側基板に蓋材８０’を密着
させる。その後、重ね合わせ基板１０’の蓋材８０’側からレーザー光Ｌを照射して補助
電極４０上の有機ＥＬ層６０を除去する方法が開示されている。このように図１７（ａ）
～（ｂ）に示す方法の場合には、上記図１６（ａ）～（ｂ）に示す方法とは異なり、有機
ＥＬ層側基板と蓋材８０’との間の空間を全体的に真空にすることができる。しかしなが
ら、図１７（ａ）～（ｂ）に示す方法においては、有機ＥＬ層側基板および蓋材の他にも
治具本体８１’や治具蓋体８３’等、減圧密封工程にて用いられる部材が増えることによ
り、製造コストの増大や製造効率の低下を招くという問題がある。
【００１３】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、レーザー光を照射して補助電極上の
有機層を除去する際に有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間を十分に減圧密封し
、その後、有機ＥＬ層側基板および蓋材の外周の圧力を調整して有機ＥＬ層側基板と蓋材
とを密着させることにより、レーザー光により除去された補助電極上の有機層が画素領域
に飛散するのを防いで表示特性の低下を抑制することができ、さらには、従来のように治
具等の部材を用いることによる製造コストの増大や製造効率の低下を防ぐことが可能なト
ップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は、基板と、上記基板上に形成された複数の画素電
極と、上記画素電極の間に形成された補助電極と、上記基板上に形成されたスペーサ部と
、上記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有
する有機ＥＬ層と、上記補助電極上に形成された少なくとも１層の上記有機層と、上記補
助電極上に形成された上記有機層の開口部である接触部と、上記有機ＥＬ層および上記接
触部上に形成された透明電極層とを有し、上記スペーサ部は、上記接触部および上記接触
部に隣接する上記画素電極の間に形成されており、また、上記透明電極層は、上記補助電
極と上記接触部で電気的に接続されているトップエミッション型有機ＥＬ表示装置を製造
するトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、上記基板、上記画素電
極、上記補助電極、上記スペーサ部、および上記有機ＥＬ層を有し、上記補助電極上の全
面に少なくとも１層の上記有機層が形成された有機ＥＬ層側基板を準備する有機ＥＬ層側
基板準備工程と、第１圧力下で、上記有機ＥＬ層側基板準備工程で得られた上記有機ＥＬ
層側基板に仮封止用蓋材を対向させて上記スペーサ部の頂部に上記仮封止用蓋材が上記有
機層を介して接触するように配置し、上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の間
の空間を密封して上記有機ＥＬ層側基板表面を上記仮封止用蓋材で封止する減圧密封工程
と、上記減圧密封工程で密封された上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の外周
の空間を第２圧力に調整して上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材を密着させる
密着工程と、上記仮封止用蓋材を介してレーザー光を照射して、上記補助電極上に形成さ
れた上記有機層を除去して上記接触部を形成する接触部形成工程とを有し、上記仮封止用
蓋材は、蓋基板と上記蓋基板上に枠状に形成された仮封止部材とを有することを特徴とす
るトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【００１５】
　本発明によれば、減圧密封工程において用いられる仮封止用蓋材が、蓋基板および仮封
止部材から構成されたものであることにより、減圧密封工程において有機ＥＬ層側基板と
仮封止用蓋材との間の空間を十分に密封することができる。これにより、レーザー光によ
り除去された補助電極上の有機層が画素領域に飛散するのを防いで、表示特性の低下を抑
制することができる。また、本発明によれば、蓋基板上に枠状に形成された仮封止部材に
よって仮封止用蓋材と有機ＥＬ層側基板とが直接貼り合わされるため、従来のように治具
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等の部材を用いる必要がなく、製造コストの増大や製造効率の低下を防ぐことができる。
【００１６】
　本発明においては、上記仮封止用蓋材は、上記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に
枠状の上記仮封止部材が形成されており、上記仮封止部材は、磁性材料から構成されてお
り、上記基板において、上記画素電極および上記補助電極が形成された側とは反対側の面
に、金属板が配置されていることが好ましい。仮封止部材が磁性材料から構成されており
、基板において画素電極および補助電極が形成された側とは反対側の面に金属板が配置さ
れていることにより、有機ＥＬ層側基板を介して仮封止部材と金属板とを磁力により密着
させ、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の間の空間を十分に密封することができる。
これにより、レーザー光により除去された補助電極上の有機層が画素領域に飛散するのを
防いで、表示特性の低下を抑制することができる。また、磁性材料から構成された仮封止
部材と金属板とは磁力により密着するものであるため、接触部形成工程後に有機ＥＬ層側
基板から仮封止用蓋材を剥離するのが容易になる。したがって、仮封止用蓋材を剥離する
ことによる製造効率の低下を防ぐことができる。
【００１７】
　さらに、本発明においては、上記仮封止用蓋材は、上記蓋基板の少なくともいずれか一
方の面に枠状の上記仮封止部材が形成されており、上記仮封止部材は、金属材料から構成
されており、上記基板のいずれか一方の面に、磁性板が配置されていることが好ましい。
仮封止部材が金属材料から構成されており、基板において画素電極および補助電極が形成
された側とは反対側の面に磁性板が配置されていることにより、有機ＥＬ層側基板を介し
て仮封止部材と磁性板とを磁力により密着させ、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の
間の空間を十分に密封することができる。これにより、レーザー光により除去された補助
電極上の有機層が画素領域に飛散するのを防いで、表示特性の低下を抑制することができ
る。また、金属材料から構成された仮封止部材と磁性板とが磁力により密着するものであ
るため、接触部形成工程後に有機ＥＬ層側基板から仮封止用蓋材を剥離するのが容易にな
る。したがって、仮封止用蓋材を剥離することによる製造効率の低下を防ぐことができる
。
【００１８】
　本発明においては、上記仮封止用蓋材は、上記蓋基板の上記有機ＥＬ層側基板に対向す
る側の面に枠状の上記仮封止部材が形成されており、上記仮封止部材が、粘着材料から構
成されていることが好ましい。仮封止部材が粘着材料から構成されていることにより、仮
封止部材を有機ＥＬ層側基板に密着させて、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の間の
空間を十分に密封することができる。これにより、レーザー光により除去された補助電極
上の有機層が画素領域に飛散するのを防いで、表示特性の低下を抑制することができる。
【００１９】
　本発明は、蓋基板と、上記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に形成された枠状の仮
封止部材とを有し、上記仮封止部材が、磁性材料から構成されていることを特徴とする仮
封止用蓋材を提供する。
【００２０】
　また、本発明は、蓋基板と、上記蓋基板の少なくともいずれか一方の面に形成された枠
状の仮封止部材とを有し、上記仮封止部材が、金属材料から構成されていることを特徴と
する仮封止用蓋材を提供する。
【００２１】
　さらに、本発明は、蓋基板と、上記蓋基板のいずれか一方の面に形成された枠状の仮封
止部材とを有し、上記仮封止部材が、粘着材料から構成されていることを特徴とする仮封
止用蓋材を提供する。
【００２２】
　本発明の仮封止用蓋材は、上述のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法に
用いることができるため、表示特性の低下を抑制することができ、さらに、製造コストの
増大や製造効率の低下を防ぐことが可能なトップエミッション型有機ＥＬ表示装置を得る
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ことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明においては、レーザー光を照射して補助電極上の有機層を除去する際に有機ＥＬ
層側基板と仮封止用蓋材との間の空間を十分に減圧密封することにより、レーザー光によ
り除去された補助電極上の有機層が画素領域に飛散するのを防いで表示特性の低下を抑制
することができ、さらには、従来のように治具等の部材を用いることによる製造コストの
増大や製造効率の低下を防ぐことが可能なトップエミッション型有機ＥＬ表示装置を得る
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す工程図
である。
【図２】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の他の例を示す工程
図である。
【図３】本発明における仮封止用蓋材を説明する模式図である。
【図４】本発明におけるスペーサ部を説明する模式図である。
【図５】本発明におけるスペーサ部形成工程および絶縁層形成工程の一例を示す概略図で
ある。
【図６】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の一例を示す模式図である。
【図７】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の他の例を示す模式図である。
【図８】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の他の例を示す模式図である。
【図９】本発明におけるスペーサ部を説明する模式図である。
【図１０】第１態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板の表面に貼り
合わせた際の概略断面図である。
【図１１】第２態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板の表面に貼り
合わせた際の概略断面図である。
【図１２】第２態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板の表面に貼り
合わせた際の概略断面図である。
【図１３】第３態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板の表面に貼り
合わせた際の概略断面図である。
【図１４】本発明における接触部形成工程の一例を示す工程図である。
【図１５】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられる製造装置の一例を示す構成
図である。
【図１６】従来のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法における減圧密封工
程の一例を示す工程図である。
【図１７】従来のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法における減圧密封工
程の他の例を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法、および仮封止用蓋
材について詳細に説明する。なお、以下、トップエミッション型有機ＥＬ表示装置を有機
ＥＬ表示装置と略す場合がある。
【００２６】
　Ａ．有機ＥＬ表示装置の製造方法
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板と、上記基板上に形成された複数の画素
電極と、上記画素電極の間に形成された補助電極と、上記基板上に形成されたスペーサ部
と、上記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を
有する有機ＥＬ層と、上記補助電極上に形成された少なくとも１層の上記有機層と、上記
補助電極上に形成された上記有機層の開口部である接触部と、上記有機ＥＬ層および上記
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接触部上に形成された透明電極層とを有し、上記スペーサ部は、上記接触部および上記接
触部に隣接する上記画素電極の間に形成されており、また、上記透明電極層は、上記補助
電極と上記接触部で電気的に接続されている有機ＥＬ表示装置を製造する有機ＥＬ表示装
置の製造方法であって、上記基板、上記画素電極、上記補助電極、上記スペーサ部、およ
び上記有機ＥＬ層を有し、上記補助電極上の全面に少なくとも１層の上記有機層が形成さ
れた有機ＥＬ層側基板を準備する有機ＥＬ層側基板準備工程と、第１圧力下で、上記有機
ＥＬ層側基板準備工程で得られた上記有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させて上記
スペーサ部の頂部に上記仮封止用蓋材が上記有機層を介して接触するように配置し、上記
有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の間の空間を密封して上記有機ＥＬ層側基板表
面を上記仮封止用蓋材で封止する減圧密封工程と、上記減圧密封工程で密封された上記有
機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整して上記有機ＥＬ
層側基板および上記仮封止用蓋材を密着させる密着工程と、上記仮封止用蓋材を介してレ
ーザー光を照射して、上記補助電極上に形成された上記有機層を除去して上記接触部を形
成する接触部形成工程とを有し、上記仮封止用蓋材は、蓋基板と上記蓋基板上に枠状に形
成された仮封止部材とを有することを特徴とするものである。
【００２７】
　ここで、上記「第１圧力」および上記「第２圧力」とは、第１圧力が第２圧力よりも低
い圧力であれば特に限定されるものではない。また、有機ＥＬ層側基板の表面に仮封止用
蓋材を配置したときの上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の間の空間の圧力を
第１圧力に調整し、さらに上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の外周の空間の
圧力を第２圧力に調整した際に、上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の間の圧
力と上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材の外周の圧力との差圧により、上記有
機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材を密着させることができる程度の圧力であれば特
に限定されるものではない。なお、通常は、上記「第１圧力」が常圧よりも低い圧力とな
り、上記「第２圧力」が上記「第１圧力」よりも高い圧力となる。また、具体的な上記「
第１圧力」および上記「第２圧力」については、後述する「２．減圧密封工程」および「
３．密着工程」の項に記載するため、ここでの説明は省略する。
【００２８】
　図１（ａ）～（ｆ）は、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す工程図であ
る。まず、図１（ａ）に例示するように、基板２上に、画素電極３と上記画素電極３の間
に補助電極４とを形成する画素電極および補助電極形成工程を行う。次に、図１（ｂ）に
例示するように、基板２上にスペーサ部５を形成するスペーサ部形成工程を行う。その後
、図１（ｃ）に例示するように、複数の有機層から構成され、少なくとも発光層を有する
有機ＥＬ層６を形成する有機ＥＬ層形成工程を行う。このようにして、有機ＥＬ層側基板
１を準備する有機ＥＬ層側基板準備工程を行う。次いで、図１（ｄ）に例示するように、
第１圧力下で、上記スペーサ部５の頂部に蓋基板８３が上記有機層を介して接触するよう
に有機ＥＬ層側基板１の表面に仮封止用蓋材８を配置し、上記有機ＥＬ層側基板１を上記
仮封止用蓋材８および金属板２０で挟持する。このようにして、有機ＥＬ層側基板１と仮
封止用蓋材８との間の空間Ｖを密封して有機ＥＬ層側基板１表面を仮封止用蓋材８で封止
する減圧密封工程を行う。なお、ここでの仮封止部材８０は、磁性材料から構成された仮
封止部材８１であるため、上記仮封止部材８１と上記金属板２０とが有機ＥＬ層側基板１
を介して磁力により密着する。その後、減圧密封工程で密封された上記有機ＥＬ層側基板
１および上記仮封止用蓋材８の外周の空間を第２圧力に調整して上記有機ＥＬ層側基板１
および上記仮封止用蓋材８を密着させる密着工程を行う。次に、上記仮封止用蓋材８を介
して、補助電極４上に形成された有機ＥＬ層６にレーザー光Ｌを照射して、上記補助電極
４上の上記有機ＥＬ層６を除去し、その後、有機ＥＬ層側基板１から仮封止用蓋材８およ
び金属板２０を外して図１（ｅ）に例示するように、補助電極４を露出させて接触部９を
形成する接触部形成工程を行う。最後に、図１（ｆ）に例示するように、接触部９におい
て補助電極４と電気的に接続されるように、有機ＥＬ層側基板上に透明電極層７を形成す
る透明電極層形成工程を行う。これにより、本発明における有機ＥＬ表示装置１００が得
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られる。
【００２９】
　図２（ａ）～（ｆ）は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の他の例を示す工程図であ
る。なお、図２（ａ）～（ｃ）は上記図１（ａ）～（ｃ）と同様であるので省略する。次
に、図２（ｄ）に例示するように、第１圧力下で、上記スペーサ部５の頂部に蓋基板８３
が上記有機層を介して接触するように有機ＥＬ層側基板１の表面に仮封止用蓋材８を配置
し、上記有機ＥＬ層側基板１を上記仮封止用蓋材８および金属板２０で挟持する。このよ
うにして、有機ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８との間の空間Ｖを密封して有機ＥＬ層側
基板１表面を仮封止用蓋材８で封止する減圧密封工程を行う。なお、ここでの仮封止部材
８０は、図１（ｄ）と同様に磁性材料から構成された仮封止部材８１であるため、上記仮
封止部材８１と上記金属板２０とが有機ＥＬ層側基板１を介して磁力により密着する。そ
の後、減圧密封工程で密封された上記有機ＥＬ層側基板１および上記仮封止用蓋材８の外
周の空間を第２圧力に調整して上記有機ＥＬ層側基板１および上記仮封止用蓋材８を密着
させる密着工程を行う。次いで、上記仮封止用蓋材８側から、補助電極４が形成された領
域に開口部を有するマスクＭを介してレーザー光Ｌを照射して、補助電極４上に形成され
た有機ＥＬ層６を除去し、その後、有機ＥＬ層側基板１から仮封止用蓋材８および金属板
２０を外して図２（ｅ）に例示するように、補助電極４を露出させて接触部９を形成する
接触部形成工程を行う。最後に、図２（ｆ）に例示するように、接触部９において補助電
極４と電気的に接続されるように、有機ＥＬ層側基板上に透明電極層７を形成する透明電
極層形成工程を行う。これにより、本発明における有機ＥＬ表示装置１００が得られる。
【００３０】
　本発明によれば、減圧密封工程において用いられる仮封止用蓋材が、蓋基板および仮封
止部材から構成されたものであることにより、減圧密封工程において有機ＥＬ層側基板と
仮封止用蓋材との間の空間を十分に密封することができ、接触部形成工程においてレーザ
ー光により除去された補助電極上の有機層が画素領域に飛散するのを防いで、表示特性の
低下を抑制することができる。
　この理由については、次のようなことが考えられる。すなわち、従来においては、図１
６（ｂ）に例示するように、減圧密封工程により重ね合わせ基板１０’の両端における有
機ＥＬ層側基板と蓋材８０’との間の空間Ｎを減圧空間とすることができず、密着工程に
て有機ＥＬ層側基板と蓋材８０’の外周の空間を第２圧力に調整した際に有機ＥＬ層側基
板と蓋材８０’とを十分に密着させることができないといった問題があった。しかしなが
ら、本発明においては、減圧密封工程において用いられる仮封止用蓋材が、図３（ａ）～
（ｃ）に示すように、蓋基板８３と上記蓋基板８３上に枠状に形成された仮封止部材８０
とを有するものであるので、例えば図１（ｄ）に例示するように、仮封止用蓋材８を有機
ＥＬ層側基板１に対向させて配置し、有機ＥＬ層側基板１の基板２側に金属板２０を配置
することにより、有機ＥＬ層側基板１を介して対向する仮封止用蓋材８の仮封止部材８０
と金属板２０とが密着する。したがって、有機ＥＬ層側基板１表面に、仮封止部材８０が
形成された領域に対応して仮封止用蓋材８が枠状に接触することになる。そのため、減圧
密封工程により有機ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８との間の空間を全体的に減圧密封す
ることができ、その後の密着工程により有機ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８とを十分に
密着させることができる。したがって、本発明においては、接触部形成工程においてレー
ザー光Ｌにより除去された補助電極４上の有機層６が画素領域３に飛散するのを防いで、
表示特性の低下を抑制することができるものと推量される。
【００３１】
　また、本発明によれば、蓋基板上に形成された仮封止部材により仮封止用蓋材を有機Ｅ
Ｌ層側基板に貼り付けることができる。そのため、例えば、治具等により蓋基板を有機Ｅ
Ｌ層側基板に圧着させて貼り付ける場合には、治具等により蓋基板が圧着された状態の有
機ＥＬ層側基板をステージスキャンさせて搬送することがその構成上困難であったが、本
発明においては、仮封止用蓋材が貼り付いた状態の有機ＥＬ層側基板をステージスキャン
させて搬送することが可能になる。したがって、本発明においては製造効率の向上を図る
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ことができる。
【００３２】
　さらに、本発明によれば、上述のように有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを接触させ
て、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間を減圧密封し、有機ＥＬ層側基板と仮
封止用蓋材とを十分に密着させることができるため、例えば図１４に例示する従来の方法
のように、複数の治具等の部材を用いる必要がなくなる。したがって、本発明においては
、複数の治具等の部材を用いることによる製造コストの増大や製造効率の低下を防ぐこと
ができる。
【００３３】
　ここで、本発明において「上記補助電極上の全面に少なくとも１層の上記有機層が形成
された」とは、例えば図１（ｃ）および図２（ｃ）に例示するように、有機ＥＬ層６を構
成する全ての層が、画素電極３が形成された画素領域ｐ内および補助電極４を覆うように
全面に形成された態様、また、この他にも、仮に有機ＥＬ層が、正孔注入層、正孔輸送層
、発光層および電子注入層の４層から構成されている場合においては、上記４層のうち３
層が画素領域内にパターン状に形成され、残りの１層が画素領域内および補助電極を覆う
ように全面に形成されている態様や、上記４層のうち２層が画素領域内にパターン状に形
成され、残りの２層が画素領域内および補助電極を覆うように全面に形成されている態様
や、さらには上記４層のうち１層が画素領域内にパターン状に形成され、残りの３層が画
素領域内および補助電極を覆うように全面に形成されている態様等を含む。
【００３４】
　また、本発明において「スペーサ部の頂部」とは、例えば図４に例示するように、スペ
ーサ部５が台形である場合にはスペーサ部５の上底面Ｈを指す。また、スペーサ部が台形
以外の形状である場合には、スペーサ部の最上部を指し、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋
材とを接触させて減圧密封させた際に、スペーサ部において仮封止用蓋材が先に接触する
部分を指す。
【００３５】
　また、本発明において「仮封止用蓋材は、蓋基板と上記蓋基板上に枠状に形成された仮
封止部材とを有する」とは、例えば図３（ａ）～（ｃ）に例示するように、仮封止用蓋材
８が、蓋基板８３と、上記蓋基板８３上に開口部を有するように形成された仮封止部材８
０とを有することを指す。
【００３６】
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における各工程、および本発明の有機ＥＬ
表示装置の製造方法に用いられる製造装置について説明する。
【００３７】
　１．有機ＥＬ層側基板準備工程
　本発明においては、まず、基板と、上記基板上に形成された複数の画素電極と、上記画
素電極の間に形成された補助電極と、上記基板上に形成されたスペーサ部と、上記画素電
極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有する有機ＥＬ
層と、上記補助電極上に形成された少なくとも１層の上記有機層と、上記補助電極上に形
成された上記有機層の開口部である接触部と、上記有機ＥＬ層および上記接触部上に形成
された透明電極層とを有し、上記スペーサ部は、上記接触部および上記接触部に隣接する
上記画素電極の間に形成されており、また、上記透明電極層は、上記補助電極と上記接触
部で電気的に接続されているトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法であって
、上記基板、上記画素電極、上記補助電極、上記スペーサ部、および上記有機ＥＬ層を有
し、上記補助電極上の全面に少なくとも１層の上記有機層が形成された有機ＥＬ層側基板
を準備する有機ＥＬ層側基板準備工程を行う。
　以下、本工程において形成される各部材の形成工程について説明する。
【００３８】
　（１）画素電極および補助電極形成工程
　本工程は、基板上に画素電極と補助電極とを形成する工程である。
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　以下、本工程において用いられる各部材、および具体的な画素電極および補助電極形成
工程について説明する。
【００３９】
　（ａ）基板
　本工程における基板は、後述する画素電極、補助電極、スペーサ部、有機ＥＬ層および
透明電極層を支持するものである。
【００４０】
　本発明において製造される有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であるため、基板
は光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。
【００４１】
　また、基板は、可撓性を有していてもよく有さなくてもよく、有機ＥＬ表示装置の用途
により適宜選択される。このような基板の材料としては、例えば、ガラスや樹脂が挙げら
れる。なお、基板の表面にはガスバリア層が形成されていてもよい。
【００４２】
　基板の厚みとしては、基板の材料および有機ＥＬ表示装置の用途により適宜選択され、
具体的には０．００５ｍｍ～５ｍｍ程度である。
【００４３】
　（ｂ）画素電極
　本工程における画素電極は、基板上にパターン状に形成されるものである。
　画素電極は、光透過性を有していてもよく、有さなくてもよいが、本発明により製造さ
れる有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であり、透明電極層側から光を取り出すた
め、通常は光透過性を有さないものとされる。
【００４４】
　画素電極は、陽極および陰極のいずれであってもよい。
　画素電極が陽極である場合には、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料
である金属材料が用いられるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、Ａｕ、Ｃｒ、Ｍｏ等の金属；酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウ
ム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛、酸化インジウム等の無機酸化物；金属ドープされたポリチ
オフェン等の導電性高分子等が挙げられる。これらの導電性材料は、単独で用いても、２
種類以上を組み合わせて用いてもよい。２種類以上を用いる場合には、各材料からなる層
を積層してもよい。
【００４５】
　また、画素電極が陰極である場合には、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、ＭｇＡｇ等のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のアル
ミニウム合金、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金
属類の合金等が挙げられる。
【００４６】
　画素電極の厚みとしては、画素電極のエッジ部分からのリーク電流の有無等に応じて適
宜調整され、例えば、１０ｎｍ～１０００ｎｍ程度にすることができ、好ましくは２０ｎ
ｍ～５００ｎｍ程度である。なお、画素電極の厚みとしては、後述する補助電極の厚みと
同じであってもよく異なっていてもよい。なお、画素電極を、後述する補助電極と一括し
て形成する場合には、画素電極および補助電極の厚みは等しくなる。
【００４７】
　（ｃ）補助電極
　本工程における補助電極は、画素電極の間に形成されるものである。
　補助電極は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。
【００４８】
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　補助電極には、一般的には導電性材料である金属材料が用いられる。なお、補助電極に
用いられる材料については、上記画素電極に用いられる材料と同様とすることができるた
め、ここでの説明は省略する。
　また、補助電極に用いられる材料は、画素電極に用いられる材料と同じであってもよく
異なってもよい。中でも、画素電極および補助電極は同一の材料であることが好ましい。
画素電極および補助電極を一括して形成することができ、製造工程を簡略化することがで
きるからである。
【００４９】
　補助電極の厚みとしては、補助電極のエッジ部分からのリーク電流の有無等に応じて適
宜調整され、例えば、１０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内であることが好ましく、中でも２
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。なお、補助電極を、上述した画素電
極と一括して形成する場合には、画素電極および補助電極の厚みは等しくなる。
【００５０】
　このような補助電極を、補助電極の厚み方向に観察した際の形状、すなわち平面形状と
しては、透明電極層の抵抗による電圧降下を抑制するという補助電極の機能を発揮するこ
とができる形状であれば特に限定されるものではないが、有機ＥＬ表示装置の光取り出し
効率を低下させないような形状であることが好ましい。例えば、ストライプ状や格子状等
が挙げられる。
【００５１】
　（ｄ）画素電極および補助電極
　隣り合う画素電極および補助電極の間隔としては、後述するスペーサ部を形成すること
ができる程度であれば特に限定されるものではない。具体的には、１μｍ～５０μｍの範
囲内であることが好ましく、中でも２μｍ～３０μｍの範囲内であることが好ましい。な
お、隣り合う画素電極および補助電極の間隔とは、図１（ａ）に示した距離ｄを指す。
【００５２】
　（ｅ）画素電極および補助電極形成工程
　本発明における画素電極および補助電極形成工程は、まず基板上に画素電極を形成する
工程を有する。画素電極の形成方法としては、基板上に画素電極をパターン状に形成する
ことができる方法であれば特に限定されるものではなく、一般的な電極の形成方法を採用
することができる。例えば、マスクを用いた蒸着法、フォトリソグラフィー法等が挙げら
れる。また、蒸着法としては、例えば、スパッタリング法、真空蒸着法等が挙げられる。
【００５３】
　次に本工程は、画素電極の間に補助電極を形成する工程を有する。補助電極の形成方法
としては、基板上に補助電極をパターン状に形成することができる方法であれば特に限定
されるものではなく、一般的な電極の形成方法を採用することができる。具体的な補助電
極の形成方法については、上記画素電極の形成方法と同様とすることができるため、ここ
での説明は省略する。なお、本工程においては、補助電極を画素電極と一括して形成する
ことが好ましい。製造工程を簡略化することができるからである。
【００５４】
　（２）スペーサ部形成工程
　本工程は、上記基板上にスペーサ部を形成する工程である。
　以下、本工程において形成されるスペーサ部および具体的なスペーサ部形成工程につい
て説明する。
【００５５】
　（ａ）スペーサ部
　本工程において形成されるスペーサ部は、画素電極と後述する接触部との間に形成され
るものであり、後述する接触部形成工程においてレーザー光により除去された有機層が飛
散するのを防止するというスペーサ部の機能を有するものである。また、スペーサ部が画
素電極に接触している場合には、スペーサ部は絶縁層としての機能を有する。
【００５６】
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　なお、スペーサ部が絶縁層としての機能を有する場合には、スペーサ部を形成する本工
程とともに絶縁層を形成する絶縁層形成工程を同時に行い、スペーサ部と絶縁層とを一括
して形成してもよい。スペーサ部と絶縁層とを一括して形成することにより、製造効率の
向上を図ることができる。図５（ａ）～（ｂ）は、本工程と同時に絶縁層形成工程を行い
、スペーサ部および絶縁層を一括して形成する場合の一例を示した概略工程図であり、図
５（ｃ）は図５（ｂ）のＡ－Ａ線断面図である。まず、図５（ａ）に例示するように、基
板２上に画素電極３および枠状に補助電極４を形成する。次に、図５（ｂ）、（ｃ）に例
示するように、画素電極３上および接触部９を形成する補助電極４上が露出するように、
スペーサ部５および絶縁層１３を一括して形成する。スペーサ部および絶縁層が一括して
形成される場合には、スペーサ部および絶縁層は同じ材料から構成され、また図５（ｂ）
に例示するように、スペーサ部５および絶縁層１３は連続して形成されていてもよい。
【００５７】
　本工程において、画素電極と後述する接触部との間に形成されるスペーサ部の数として
は、画素電極が形成された画素領域と接触部とを隔てることにより、上述したスペーサ部
の機能を十分に発揮することができれば特に限定されるものではなく、１つであってもよ
く２つ以上であってもよい。
　ここで、画素電極と後述する接触部との間に形成されるスペーサ部の数とは、隣接する
画素電極と接触部との間に長手方向にストライプ状のスペーサ部が形成されており、この
ときに画素電極と接触部との間に形成されたストライプの数を指す。したがって、例えば
、図６（ａ）、（ｂ）に例示するスペーサ部５の数は１つである。なお、図６は、本工程
において形成されるスペーサ部の一例を示す概略図である。また、図６（ａ）は画素電極
と補助電極との間にスペーサ部が形成された際の概略平面図であり、図６（ｂ）は図６（
ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。図６において説明していない符号については、図１と同様
であるためここでの説明は省略する。
【００５８】
　本工程において形成されるスペーサ部の平面形状としては、画素電極と後述する接触部
とを隔てるように形成されていれば特に限定されるものではないが、例えば、上述した図
６（ａ）に例示するように、画素電極３と補助電極４における接触部９との間にスペーサ
部５がストライプ状に形成されていてもよく、図７（ａ）に例示するように、補助電極４
における接触部９を囲うようにスペーサ部５が枠状に形成されていてもよく、あるいは図
８（ａ）に例示するように、補助電極４における接触部９と隣接する画素電極３を囲うよ
うにスペーサ部５が枠状に形成されていてもよい。なお、図７および図８は、本工程にお
いて形成されるスペーサ部の他の例を示す概略図である。また、図７（ａ）および図８（
ａ）は画素電極が形成された画素領域と補助電極における接触部との間にスペーサ部が形
成された際の概略平面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のＣ－Ｃ線断面図であり、図８
（ｂ）は図８（ａ）のＤ－Ｄ線断面図である。図７および図８において説明していない符
号については、図１と同様であるためここでの説明は省略する。
【００５９】
　また、本工程において形成されるスペーサ部の縦断面形状としては、上述したスペーサ
部の機能を発揮することができるものであれば特に限定されない。例えば、順テーパー形
状、逆テーパー形状、矩形等が挙げられるが、中でも、順テーパー形状であることが好ま
しい。図７（ａ）や図８（ａ）に例示するように、画素電極または補助電極を囲うように
スペーサ部が形成されている場合であっても、後述する透明電極層を全面に均一に形成す
ることができ、十分な導通を得ることができるからである。
【００６０】
　本工程において形成されるスペーサ部の高さとしては、後述する減圧密封工程において
、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材を対向させた際に、スペーサ部の頂部と仮封止用
蓋材とが有機層を介して接触するように配置することができる程度であれば特に限定され
るものではないが、具体的には、０．１μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましく、
中でも０．５μｍ～５μｍの範囲内であることが好ましく、特に１μｍ～３μｍの範囲内
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であることが好ましい。スペーサ部の高さが上記範囲内であることにより、後述する減圧
密封工程において有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させて減圧密封した際に、仮封
止用蓋材が撓んで画素電極上に形成された有機ＥＬ層と接触し、有機ＥＬ表示装置の表示
特性に悪影響を及ぼすという問題を防ぐことができる。
　なお、スペーサ部の高さとは、図４に示すように、スペーサ部５の下底面から頂部Ｈま
での高さｈを指す。
【００６１】
　このようなスペーサ部に用いられる材料としては、本発明により得られる有機ＥＬ表示
装置の特性に悪影響を及ぼさないような材料であれば特に限定されるものではないが、例
えばスペーサ部が画素電極と接触する場合には、スペーサ部の材料として絶縁性材料を用
いることが好ましい。画素電極のエッジ部分からのリーク電流による不具合を防ぐことが
できる。具体的な材料としては、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹
脂、または熱硬化型樹脂、および無機材料等を挙げることができる。
【００６２】
　さらに、本工程において形成されるスペーサ部は、台座部と台座部上に形成された密着
部とから構成されていてもよい。具体的には、図９に例示するように、基板２上に形成さ
れた台座部１１と、上記台座部１１上に形成された密着部１２とから構成されていてもよ
い。
【００６３】
　スペーサ部が台座部と密着部とから構成されていることにより、スペーサ部の高さの調
整が容易になる。例えば、基板上に何らかの配線層が形成されており、上記配線層上に絶
縁層が形成されている場合、上記配線層の厚みに相当する分だけ上記絶縁層の高さが高く
なる。このような場合には、上記絶縁層を台座部とし、上記台座部としての絶縁層上に密
着部を形成してこれをスペーサ部とすることにより、配線層上に形成された絶縁層の高さ
よりも、台座部としての絶縁層および絶縁層上に形成された密着部から構成されたスペー
サ部の高さを容易に高くすることが可能になる。また、後述する減圧密封工程において有
機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させた際に、スペーサ部と仮封止用蓋材とを有機層
を介して接触させることができる。これにより、スペーサ部としての上述した機能を十分
に発揮することが可能になる。
【００６４】
　スペーサ部が台座部と密着部とから構成されている場合において、台座部の大きさとし
ては、画素領域と接触部との間の大きさや、台座部上に形成される密着部の大きさや数に
応じて適宜調整されるものである。台座部の高さとしては、例えば、０．１μｍ～５μｍ
の範囲内であることが好ましく、中でも０．５μｍ～３μｍの範囲内であることが好まし
く、特に１μｍ～２μｍの範囲内であることが好ましい。台座部の高さが上記範囲内であ
ることにより、台座部を形成することによる上述の効果を得ることができる。なお、台座
部の高さとは、図９に示すように、台座部１１の下底面から頂部までの高さｈｄを指す。
【００６５】
　また、台座部の縦断面形状としては、台座部上に密着部を形成することが可能であれば
特に限定されない。例えば、順テーパー形状、逆テーパー形状、矩形等が挙げられるが、
中でも、順テーパー形状であることが好ましい。画素電極または補助電極を囲うように台
座部および密着部が形成されている場合であっても、後述する透明電極層を全面に均一に
形成することができ、十分な導通を得ることができるからである。
【００６６】
　さらに、台座部に用いられる材料としては、上述したスペーサ部の材料と同様であるた
め、ここでの記載は省略する。
【００６７】
　一方、密着部に用いられる材料としては、上述したスペーサ部の材料と同様とすること
ができるが、その他にも、上記台座部が絶縁性材料から形成される場合には、密着部の材
料として導電性材料を用いることができる。
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【００６８】
　密着部の大きさおよび数については、上述したスペーサ部の大きさおよび数と同様とす
ることができるため、ここでの説明は省略する。
【００６９】
　（ｂ）スペーサ部形成工程
　本発明におけるスペーサ部形成工程は、画素電極が形成された画素領域と後述する接触
部との間にスペーサ部を形成する工程を有する。スペーサ部の形成方法としては、ラミネ
ーション法、フォトリソグラフィー法、印刷法等の一般的な方法を用いることができる。
また、鋳型等を用いてスペーサ部を別途形成し、画素領域と接触部との間に接着剤等を用
いて貼り合わせる方法を挙げることができる。
【００７０】
　また、スペーサ部が台座部および密着部から構成される場合、本発明におけるスペーサ
部形成工程は、画素電極が形成された画素領域と後述する接触部との間に台座部を形成し
、その後、台座部上に密着部を形成する工程を有する。台座部および密着部の形成方法と
しては、上述したスペーサ部の形成方法と同様とすることができるため、ここでの説明は
省略する。なお、台座部および密着部が同じ材料から構成される場合には、台座部および
密着部を一括して形成してもよい。
【００７１】
　（３）有機ＥＬ層形成工程
　本工程は、複数の有機層から構成され、少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層を、上記
画素電極上に形成する工程である。また、本工程では、有機ＥＬ層側基板における上記補
助電極の全面に少なくとも１層の有機層が形成される。
　以下、本工程において形成される有機ＥＬ層および具体的な有機ＥＬ層形成工程につい
て説明する。
【００７２】
　（ａ）有機ＥＬ層
　有機ＥＬ層を構成する有機層としては、発光層の他に、正孔注入層、正孔輸送層、電子
注入層、電子輸送層等が挙げられる。
　以下、有機ＥＬ層を構成する各有機層について説明する。
【００７３】
　（ｉ）発光層
　本工程において形成される発光層は、単色の発光層であってもよく、複数色の発光層で
あってもよく、有機ＥＬ装置の用途に応じて適宜選択される。有機ＥＬ装置が表示装置で
ある場合には、通常、複数色の発光層が形成される。
【００７４】
　発光層に用いられる発光材料としては、蛍光もしくは燐光を発するものであればよく例
えば、色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料等を挙げることができる。なお、具体
的な色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料については、一般的に用いられるものと
同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００７５】
　発光層の厚みとしては、電子および正孔の再結合の場を提供して発光する機能を発現す
ることができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１０ｎｍ～５００ｎｍ
程度にすることができる。
【００７６】
　（ｉｉ）正孔注入輸送層
　本工程において形成される有機ＥＬ層としては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層
が形成されていてもよい。
　正孔注入輸送層は、正孔注入機能を有する正孔注入層であってもよく、正孔輸送機能を
有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層されたものであっ
てもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
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【００７７】
　正孔注入輸送層に用いられる材料としては、発光層への正孔の注入、輸送を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、一般的な材料を用いることが
できる。
【００７８】
　正孔注入輸送層の厚みとしては、正孔注入機能や正孔輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されないが、具体的には０．５ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内、中でも１
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【００７９】
　（ｉｉｉ）電子注入輸送層
　本工程において形成される有機ＥＬ層としては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層
が形成されていてもよい。
　電子注入輸送層は、電子注入機能を有する電子注入層であってもよく、電子輸送機能を
有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層されたものであっ
てもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【００８０】
　電子注入層に用いられる材料としては、発光層への電子の注入を安定化させることがで
きる材料であれば特に限定されるものではなく、また、電子輸送層に用いられる材料とし
ては、陰極から注入された電子を発光層へ輸送することが可能な材料であれば特に限定さ
れるものではない。
　電子注入層および電子輸送層に用いられる具体的な材料としては、一般的な材料を用い
ることができる。
【００８１】
　電子注入輸送層の厚みとしては、電子注入機能や電子輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されない。
【００８２】
　（ｂ）有機ＥＬ層形成工程
　本発明における有機ＥＬ層形成工程は、上述した有機ＥＬ層を画素電極上に形成する工
程を有する。なお、ここでは有機ＥＬ層が、正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送
層の順で積層される場合について説明する。
　正孔注入輸送層の形成方法としては、少なくとも画素電極上に形成することができる方
法であれば特に限定されるものではなく、材料の種類等に応じて適宜選択される。例えば
、材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた正孔注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェッ
トプロセスや、真空蒸着法等のドライプロセス等が挙げられる。
　次に、発光層の形成方法としては、上記正孔注入輸送層上に形成することができる方法
であれば特に限定されるものではないが、例えば、発光材料等を溶媒に溶解もしくは分散
させた発光層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスや、真空蒸着法等のドライプロセ
ス等が挙げられる。中でも、有機ＥＬ表示装置の発光効率および寿命への影響からドライ
プロセスが好ましい。
　次に、電子注入輸送層の形成方法としては、上記発光層上に形成することができる方法
であれば特に限定されるものではなく、材料の種類等に応じて適宜選択される。例えば、
材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた電子注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェット
プロセスや、真空蒸着法等のドライプロセスが挙げられる。
【００８３】
　また、有機ＥＬ層形成工程では、有機ＥＬ層を形成するとともに、上記有機ＥＬ層を構
成する少なくとも１層の有機層が補助電極を覆うように形成される。例えば、有機ＥＬ表
示装置の画素毎に発光層を塗り分ける場合には、正孔注入輸送層や電子注入輸送層が画素
電極上および補助電極上に形成され、発光層が画素電極上にパターン状に形成される。な
お、有機層が画素電極上および補助電極上に形成される場合には、有機層は画素電極上お
よび補助電極上に連続して形成されることが一般的である。
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【００８４】
　なお、本発明においては、例えば、本工程で正孔注入輸送層、発光層および電子輸送層
を形成し、その後、後述する減圧密封工程および接触部形成工程後に電子注入層を形成し
てもよい。減圧密封工程および接触部形成工程後に形成される電子注入層が、画素電極上
のみならず補助電極における接触部上に形成された場合であっても、電子注入層の厚みが
極めて薄い場合には、接触部において補助電極と後述する透明電極層形成工程により形成
される透明電極層とを電気的に接続させることができるからである。このように、減圧密
封工程および接触部形成工程後に電子注入層を形成する場合には、減圧密封工程や接触部
形成工程による電子注入層の劣化を防ぐことができるため、比較的不安定とされるフッ化
リチウム等の材料を電子注入層の材料として用いることが可能になる。
【００８５】
　２．減圧密封工程
　本発明においては、第１圧力下で、上記有機ＥＬ層側基板準備工程で得られた上記有機
ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させて上記スペーサ部の頂部に上記仮封止用蓋材が上
記有機層を介して接触するように配置し、上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用蓋材
の間の空間を密封して上記有機ＥＬ層側基板表面を上記仮封止用蓋材で封止する減圧密封
工程を行う。
　以下、本工程において用いられる仮封止用蓋材および具体的な減圧密封工程について説
明する。
【００８６】
　（１）仮封止用蓋材
　本工程において用いられる仮封止用蓋材は、蓋基板と上記蓋基板上に枠状に形成された
仮封止部材とを有するものである。
　以下、図を参照しながら説明する。
【００８７】
　図３（ａ）～（ｃ）は、本工程において用いられる仮封止用蓋材を説明する模式図であ
る。本工程において用いられる仮封止用蓋材８は、蓋基板８３と、上記蓋基板８３上に枠
状に形成された仮封止部材８０とを有するものである。
【００８８】
　ここで、上記仮封止用蓋材において、蓋基板上に枠状に形成された仮封止部材としては
、本工程において有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させてスペーサ部の頂部に有機
層を介して仮封止用蓋材が接触するように配置した際に、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋
材との間の空間を全体的に密封することができるように枠状に形成されたものであれば特
に限定されるものではない。具体的には、例えば図３（ａ）に例示するように、蓋基板８
３の縁に沿って、蓋基板８３の外周と大きさが同等の仮封止部材８０を枠状に形成したも
のであってもよく、図３（ｂ）に例示するように、縁基板８３の縁に沿って、蓋基板８３
の外周よりも大きさが小さい仮封止部材８０を枠状に形成したものであってもよい。また
、有機ＥＬ層側基板が多面付けされている場合には、図３（ｃ）に例示するように、多面
付けされた各有機ＥＬ層側基板の外周に対応させて格子状に仮封止部材８０を形成したも
のであってもよい。中でも、図３（ａ）に例示するように、蓋基板８３の縁に沿って、蓋
基板８３の外周と大きさが同等の仮封止部材８０を枠状に形成したものであることが好ま
しい。このように、蓋基板に、より大きな枠状で仮封止部材が形成されることにより、仮
封止部材の枠内に相当する領域の面積が広がり、仮封止用蓋材において仮封止部材により
画定される枠内の面積が広がると、仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板に接触させた際に、
仮封止部材の枠内に対応する有機ＥＬ素子の形成領域も広がることになる。
　以下、上記仮封止用蓋材を構成する各部材について説明する。
【００８９】
　（ａ）蓋基板
　仮封止用蓋材に用いられる蓋基板としては、後述する接触部形成工程において用いられ
るレーザー光を透過する材料であればよい。接触部形成工程において仮封止用蓋材を介し
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てレーザー光を照射することにより、有機ＥＬ層側基板における補助電極上の有機層を除
去することができるからである。また、蓋基板としては、可撓性を有するものであっても
よく、あるいは可撓性を有さないものであってもよい。具体的な蓋基板としては、ガラス
フィルム、シクロオレフィンポリマー、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエチレ
ンテレフタレート等が挙げられる。なお、蓋基板が可撓性を有する場合には、仮封止用蓋
材のロール・ツー・ロール製造技術への適用が可能になるため、製造効率の観点から好ま
しい。
【００９０】
　仮封止用蓋材に用いられる蓋基板としては、気体に対して所定のバリア性を有すること
が好ましい。蓋基板が気体に対して所定のバリア性を有することにより、本工程にて仮封
止用蓋材と有機ＥＬ層側基板との間の空間を減圧密封して、その後、後述する密着工程お
よび接触部形成工程を行うまでの間、仮封止用蓋材と有機ＥＬ層側基板との間の空間を減
圧された状態に維持することが可能になる。そのため、接触部形成工程において補助電極
上の有機層をレーザー光により除去する際にも仮封止用蓋材と有機ＥＬ層側基板との密着
性を十分に維持することができ、除去された有機層が画素領域に飛散するのを防止するこ
とができるからである。蓋基板の気体に対するバリア性としては、蓋基板が上述した効果
を発揮することができる程度のバリア性を有していれば特に限定されるものではないが、
例えば、蓋基板の酸素透過度が１００ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ以下であることが好ましく、中
でも３０ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ以下であることが好ましく、特に１５ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ以
下であることが好ましい。
【００９１】
　蓋基板の厚みとしては、減圧密封工程において有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを貼
り合わせることにより、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間の真空状態を維持
することができる程度の厚みであれば特に限定されるものではない。また、例えば図１（
ｄ）に例示するように、有機ＥＬ層側基板１に対向する側と反対側の面に仮封止部材８０
が形成された仮封止用蓋材８を、有機ＥＬ層側基板１に貼り合わせる場合には、蓋基板８
３を介して仮封止部材８０により有機ＥＬ層側基板１の表面に仮封止用蓋材８を密着させ
ることができる程度の厚みであることが好ましい。具体的には、１０μｍ～１０００μｍ
の範囲内であることが好ましく、中でも２０μｍ～２００μｍの範囲内であることが好ま
しく、特に３０μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましい。
【００９２】
　（ｂ）仮封止部材
　上記仮封止用蓋材に用いられる仮封止部材としては、材料に応じて次のような態様に分
けることができる。すなわち、仮封止部材が磁性材料から構成された第１態様、仮封止部
材が金属材料から構成された第２態様、また、仮封止部材が粘着材料から構成された第３
態様である。
　以下、仮封止部材について第１態様～第３態様に分けて説明する。
【００９３】
　（ｉ）第１態様
　本態様の仮封止用蓋材は、磁性材料から構成されるものである。また、本態様の仮封止
部材を用いる場合には、上記仮封止部材は上述した蓋基板の少なくともいずれか一方の面
に枠状に形成される。さらに、本態様の仮封止部材を有する仮封止用蓋材を用いる場合に
は、有機ＥＬ層側基板における基板の、画素電極および補助電極が形成された側とは反対
側の面に金属板が配置される。
　本態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材の使用態様について、図を参照しながら説明
する。
【００９４】
　図１０（ａ）～（ｃ）は、本態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基
板の表面に貼り合わせた際の概略断面図である。図１０（ａ）～（ｃ）に例示するように
、本態様の仮封止部材８１を用いた仮封止用蓋材８を有機ＥＬ層側基板１の表面に貼り合
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わせて、有機ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８とを密着させる場合には、基板２の画素電
極３および補助電極４が形成された側とは反対側の面に金属板２０を配置する。このよう
に、基板２の画素電極３および補助電極４が形成された側とは反対側の面に金属板２０を
配置することにより、磁性材料から構成された仮封止部材８１と金属板２０とが有機ＥＬ
層側基板１を介して磁力により密着し、結果として有機ＥＬ層側基板１と仮封用蓋材８と
を十分に密着させることができる。なお、図１０（ａ）～（ｃ）において説明していない
符号については、上述した図１と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する
。また、上記金属板については、後述する「（ｄ）金属板」の項にて説明する。
【００９５】
　また、従来の減圧密封工程の場合には、図１７（ａ）～（ｂ）に示すように、レーザー
光Ｌにより補助電極４０上の有機ＥＬ層６０を除去した後に有機ＥＬ層側基板から蓋材８
０’を取り外す手段として、治具本体８１’または治具蓋体８３’を切断する方法が考え
られる。しかしながら、治具本体や治具蓋体等を切断して有機ＥＬ層側基板から仮封止用
蓋材を取り外す方法は、製造効率上、有利な方法であるとは言えない。これに対し、本態
様の仮封止部材を有する仮封止用蓋材を用いる場合には、有機ＥＬ層側基板を介して仮封
止部材と金属板とが磁力により密着するため、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分
に密着させることができるとともに、有機ＥＬ層側基板から容易に仮封止用蓋材を剥離す
ることが可能になる。
【００９６】
　なお、本態様の仮封止部材８１を有する仮封止用蓋材８を用いる場合には、図１０（ａ
）に例示するように、仮封止用蓋材８において仮封止部材８１が形成された側とは反対側
の面が有機ＥＬ層側基板１に対向するように配置してもよく、図１０（ｂ）に例示するよ
うに、仮封止用蓋材８において仮封止部材８１が形成された側の面が有機ＥＬ層側基板１
に対向するように配置してもよい。中でも、図１０（ａ）に例示するように、仮封止用蓋
材８において仮封止部材８１が形成された側とは反対側の面が有機ＥＬ層側基板１に対向
するように配置して用いることが好ましい。図１０（ｂ）に例示する場合には、仮封止部
材８１が、仮封止用蓋材８において有機ＥＬ層側基板１に対向する側の面に形成されるた
め、仮封止部材８１の厚みを有機ＥＬ層側基板１表面の下底面から上底面までの高さより
厚く形成することが、仮封止用蓋材８と有機ＥＬ層側基板１との密着性の観点から困難で
ある。これに対し、図１０（ａ）に例示する場合には、仮封止部材８１が、仮封止用蓋材
８において有機ＥＬ層側基板１に対向する側とは反対側の面に形成されるため、仮封止部
材８１の厚みを有機ＥＬ層側基板１表面の下底面から上底面までの高さより厚く形成する
ことが可能である。すなわち、仮封止部材の厚みに相当する分だけ強い磁力で有機ＥＬ層
側基板と仮封止用蓋材とを密着させることができることになる。なお、有機ＥＬ層側基板
表面の下底面から上底面までの高さとは、例えば図１０（ｂ）に示すｔ２を指す。
【００９７】
　また、本態様の仮封止部材８１を有する仮封止用蓋材８を用いる場合には、図１０（ｃ
）に例示するように、仮封止用蓋材８において仮封止部材８１が形成された側とは反対側
の面、すなわち有機ＥＬ層側基板１に対向する側の面に凸部材８５を有していてもよい。
仮封止用蓋材８が凸部材８５を有し、上記凸部材８５の高さを有機ＥＬ層側基板１表面の
下底面から上底面までの高さと同程度にする場合には、図１０（ｂ）の場合と同様に、蓋
基板８３として可撓性を有さないガラスフィルム等を好適に用いることができる。なお、
上記凸部材については、後述する「（ｃ）凸部材」の項にて説明する。
【００９８】
　さらに、図１０（ａ）～（ｃ）に例示する仮封止用蓋材８は、いずれも蓋基板８３のい
ずれか一方の面に仮封止部材８１が形成されたものであるが、本態様の仮封止部材を用い
る場合には、図示はしないが、蓋基板の両面に枠状に仮封止部材が形成されていてもよい
。蓋基板の両面に枠状に仮封止部材が形成されていることにより、有機ＥＬ層側基板を介
して仮封止部材と金属板とをより強い磁力で密着させることが可能になる。
【００９９】
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　本態様の仮封止部材に用いられる材料としては、一般的に永久磁石として用いられる磁
性材料であれば特に限定されるものではないが、例えば、ネオジウム磁石、フェライト磁
石、サマコバ磁石、アルニコ磁石、またはこれらの磁性材料が練りこまれた樹脂等が挙げ
られる。
【０１００】
　本態様の仮封止部材の大きさとしては、有機ＥＬ層側基板を介して金属板と密着し、結
果として有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分に密着させることができる程度の大き
さであれば特に限定されるものではない。例えば、仮封止部材の厚みとしては、仮封止部
材に用いられる磁性材料の磁力等に応じて適宜調整されるものであるが、例えば、仮封止
用蓋材において仮封止部材が形成された側の面が有機ＥＬ層側基板に対向するように配置
して用いる場合には、仮封止部材の厚みと有機ＥＬ層側基板表面の下底面から上底面まで
の高さとが同程度であることが好ましい。具体的には、１μｍ～１０００μｍの範囲内で
あることが好ましく、中でも１０μｍ～７００μｍの範囲内であることが好ましく、特に
５０μｍ～５００μｍの範囲内であることが好ましい。なお、ここでの仮封止部材の厚み
とは図３（ａ）に示すｔ１を指す。また、仮封止部材の幅としては、仮封止部材の厚みと
同様に、仮封止部材に用いられる磁性材料の磁力等に応じて適宜調整されるものであるが
、具体的には、０．１ｍｍ～３００ｍｍの範囲内であることが好ましく、中でも５ｍｍ～
１００ｍｍの範囲内であることが好ましく、特に１０ｍｍ～５０ｍｍの範囲内であること
が好ましい。なお、ここでの仮封止部材の幅とは図３（ａ）に示すｗ１を指す。
【０１０１】
　本態様の仮封止部材の形成方法としては、上述した蓋基板上に仮封止部材を枠状に形成
することができる方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、レーザーパター
ニング法、フォトリソグラフィー法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、インクジェッ
ト印刷法、オフセット印刷法、グラビア印刷法、ラミネート法等が挙げられる。
【０１０２】
　また、蓋基板上に仮封止部材を枠状に形成する際に、蓋基板と仮封止部材との間に粘着
層が形成されていてもよい。なお、上記粘着層については、一般的に用いられるものと同
様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【０１０３】
　なお、本態様の仮封止部材は、一度仮封止用蓋材に用いられた後に再利用することがで
きる。本態様の仮封止部材を再利用する方法については、後述する「６．有機ＥＬ表示装
置の製造方法に用いられる製造装置」の項にて説明する。
【０１０４】
　（ｉｉ）第２態様
　本態様の仮封止用蓋材は、金属材料から構成されるものである。また、本態様の仮封止
部材を用いる場合には、上記仮封止部材は上述した蓋基板の少なくともいずれか一方の面
に枠状に形成される。さらに、本態様の仮封止部材を有する仮封止用蓋材を用いる場合に
は、有機ＥＬ層側基板における基板のいずれか一方の面に磁性板が配置される。
　本態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材の使用態様について、図を参照しながら説明
する。
【０１０５】
　図１１（ａ）～（ｃ）および図１２（ａ）～（ｃ）は、本態様の仮封止部材を用いた仮
封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板の表面に貼り合わせた際の概略断面図である。本態様の仮
封止部材８２を用いた仮封止用蓋材８を有機ＥＬ層側基板１の表面に貼り合わせて、有機
ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８とを密着させる場合には、図１１（ａ）～（ｃ）に例示
するように、基板２の画素電極３および補助電極４が形成された側とは反対側の面に磁性
板２１を配置してもよく、あるいは図１２（ａ）～（ｃ）に例示するように、基板２の画
素電極３および補助電極４が形成された側の面に磁性板２１を配置してもよい。このよう
に、基板２のいずれか一方の面に磁性板２１を配置することにより、金属材料から構成さ
れた仮封止部材８２と磁性板２１とが有機ＥＬ層側基板１を介して磁力により密着し、結
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果として有機ＥＬ層側基板１と仮封止用蓋材８とを十分に密着させることができる。なお
、図１１（ａ）～（ｃ）において説明していない符号については、上述した図１と同様と
することができるため、ここでの説明は省略する。また、上記磁性板については、後述す
る「（ｅ）磁性板」の項にて説明する。
【０１０６】
　また、従来の減圧密封工程の場合には、上記「（ｉ）第１態様」の項で記載したように
、有機ＥＬ層側基板から仮封止用蓋材を取り外す手段として、治具本体または治具蓋体を
切断する方法が考えられるが、上記方法は製造効率上、不利である。これに対し、本態様
の仮封止部材を有する仮封止用蓋材を用いる場合には、有機ＥＬ層側基板を介して仮封止
部材と磁性板とが磁力により密着するため、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分に
密着させることができるとともに、有機ＥＬ層側基板から容易に仮封止用蓋材を剥離する
ことが可能になる。
【０１０７】
　なお、本態様の仮封止部材８２を有する仮封止用蓋材８を用いる場合には、図１１（ａ
）に例示するように、仮封止用蓋材８において仮封止部材８２が形成された側とは反対側
の面が有機ＥＬ層側基板１に対向するように配置してもよく、図１１（ｂ）に例示するよ
うに、仮封止用蓋材８において仮封止部材８２が形成された側の面が有機ＥＬ層側基板１
に対向するように配置してもよい。中でも、図１１（ａ）に例示するように、仮封止用蓋
材８において仮封止部材８２が形成された側とは反対側の面が有機ＥＬ層側基板１に対向
するように配置して用いることが好ましい。なお、詳しい理由については、上述した「（
ｉ）第１態様」の項に記載した内容と同様であるため、ここでの記載は省略する。
【０１０８】
　また、本態様の仮封止部材８２を有する仮封止用蓋材８を用いる場合には、図１１（ｃ
）に例示するように、仮封止用蓋材８において仮封止部材８２が形成された側とは反対側
の面、すなわち有機ＥＬ層側基板１に対向する側の面に凸部材８５を有していてもよい。
仮封止用蓋材８が凸部材８５を有し、上記凸部材８５の高さを有機ＥＬ層側基板１表面の
下底面から上底面までの高さと同程度にする場合には、図１１（ｂ）の場合と同様に、蓋
基板８３として可撓性を有さないガラスフィルム等を好適に用いることができる。
【０１０９】
　さらに、図１１（ａ）～（ｃ）および図１２（ａ）～（ｃ）に例示する仮封止用蓋材８
は、いずれも蓋基板８３のいずれか一方の面に仮封止部材８２が形成されたものであるが
、本態様の仮封止部材を用いる場合には、図示はしないが、蓋基板の両面に枠状に仮封止
部材が形成されていてもよい。蓋基板の両面に枠状に仮封止部材が形成されていることに
より、有機ＥＬ層側基板を介して仮封止部材と磁性板とをより強い磁力で密着させること
が可能になる。
【０１１０】
　本態様の仮封止部材に用いられる材料としては、磁性板に用いられる磁性材料が接着す
る金属材料であれば特に限定されるものではなく、例えば一般的な強磁性体材料が挙げら
れる。具体的には、鉄、鉄合金、ニッケル、コバルト等が挙げられる。
【０１１１】
　本態様の仮封止部材の大きさとしては、有機ＥＬ層側基板を介して磁性板と密着し、結
果として有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分に密着させることができる程度の大き
さであれば特に限定されるものではない。なお、具体的な大きさについては、上述した「
（ｉ）第１態様」の項に記載した内容と同様であるため、ここでの記載は省略する。
【０１１２】
　また、本態様の仮封止部材の形成方法としては、上述した蓋基板上に仮封止部材を枠状
に形成することができる方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、メッキ法
が挙げられる。メッキ法としては一般的に用いられるメッキ法を用いることができ、具体
的には、湿式メッキ法である電解メッキ法や無電解メッキ法、乾式メッキ法である真空蒸
着法、スパッタリング法、メタリコン法等が挙げられる。
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【０１１３】
　なお、本態様の仮封止部材は、一度仮封止用蓋材に用いられた後に再利用することがで
きる。本態様の仮封止部材を再利用する方法については、後述する「６．有機ＥＬ表示装
置の製造方法に用いられる製造装置」の項にて説明する。
【０１１４】
　（ｉｉｉ）第３態様
　本態様の仮封止用蓋材は、粘着材料から構成されるものである。また、本態様の仮封止
部材を用いる場合には、上記仮封止部材は上述した蓋基板の有機ＥＬ層側基板に対向する
側の面に枠状に形成される。
　本態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材の使用態様について、図を参照しながら説明
する。
【０１１５】
　図１３（ａ）～（ｃ）は、本態様の仮封止部材を用いた仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基
板の表面に貼り合わせた際の概略断面図である。本態様の仮封止部材８４を有する仮封止
用蓋材８を用いる場合には、図１３（ａ）～（ｃ）に例示するように、仮封止用蓋材８に
おいて仮封止部材８４が形成された側の面が有機ＥＬ層側基板１に対向するように配置さ
れる。なお、図１３（ａ）～（ｃ）において説明していない符号については、上述した図
１と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【０１１６】
　本態様の仮封止用蓋材は、図１３（ｂ）、（ｃ）に例示するように、仮封止用蓋材８に
おいて有機ＥＬ層側基板１に対向する側とは反対側の面、すなわち仮封止部材８４が形成
された側とは反対側の面に、磁性材料からなる磁性部材８６または金属材料からなる金属
部材８７が形成されていても良い。本態様の仮封止用蓋材が上記磁性部材を有する場合に
は、仮封止用蓋材と有機ＥＬ層側基板との密着性を向上させることができる。また、有機
ＥＬ層側基板から仮封止用蓋材を取り外す際に、仮封止用蓋材の表面に金属材料からなる
金属板等を近づけて、金属板と仮封止用蓋材における磁性部材と磁力により接着させるこ
とで、仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板から容易に取り外すことが可能になる。さらに、
本態様の仮封止用蓋材が上記金属部材を有する場合にも、仮封止用蓋材と有機ＥＬ層側基
板との密着性を向上させることができる。また、有機ＥＬ層側基板から仮封止用蓋材を取
り外す際に、仮封止用蓋材の表面に磁性材料からなる磁性板等を近づけて仮封止用蓋材に
おける金属部材と磁力により接着させることで、仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板から容
易に取り外すことが可能になる。
　なお、本態様の仮封止用蓋材に用いられる磁性部材の材料、大きさ、形成方法等につい
ては、上記「（ｉ）第１態様」の項に記載した仮封止部材と同様とすることができ、また
、本態様の仮封止用蓋材に用いられる金属部材の材料、大きさ、形成方法等については、
上記「（ｉｉ）第２態様」の項に記載した仮封止用部材と同様とすることができるため、
ここでの記載は省略する。
【０１１７】
　本態様の仮封止部材に用いられる材料としては、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを
仮封止することができる程度の粘着性を有する粘着材料であれば特に限定されるものでは
ない。例えば、０．０１Ｎ／２５ｍｍ～５Ｎ／２５ｍｍの範囲内の粘着力を有する材料で
あることが好ましく、中でも０．１Ｎ／２５ｍｍ～１．０Ｎ／２５ｍｍの範囲内の粘着力
を有する材料であることが好ましく、特に０．１Ｎ／２５ｍｍ～０．５Ｎ／２５ｍｍの範
囲内の粘着力を有する材料であることが好ましい。このような粘着力を有する材料として
は、例えば、ポリカーボネート系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタ
ン系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂等が挙げられる。
【０１１８】
　本態様の仮封止部材の大きさとしては、仮封止部材を有機ＥＬ層側基板に密着させるこ
とができ、結果として有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分に密着させることができ
る程度の大きさであれば特に限定されるものではない。仮封止部材の厚みとしては、具体
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的には、０．５μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも１μｍ～５０μ
ｍの範囲内であることが好ましく、特に２μｍ～２０μｍの範囲内であることが好ましい
。なお、ここでの仮封止部材の厚みとは図１３（ａ）に示すｔ３を指す。また、仮封止部
材の幅としては、具体的には、０．１ｍｍ～３００ｍｍの範囲内であることが好ましく、
中でも５ｍｍ～１００ｍｍの範囲内であることが好ましく、特に１０ｍｍ～５０ｍｍの範
囲内であることが好ましい。なお、ここでの仮封止部材の幅とは図１３（ａ）に示すｗ２

を指す。
【０１１９】
　また、本態様の仮封止部材の形成方法としては、上述した蓋基板上に仮封止部材を枠状
に形成することができる方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、レーザー
パターニング法、フォトリソグラフィー法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、インク
ジェット印刷法、オフセット印刷法、グラビア印刷法等が挙げられる。
【０１２０】
　（ｃ）凸部材
　本工程において用いられる仮封止用蓋材は、磁性材料から構成された第１態様の仮封止
部材、または金属材料から構成された第２態様の仮封止部材が用いられる場合、図１０（
ｃ）および図１１（ｃ）に例示するように、蓋基板８３において仮封止部材８０が形成さ
れた側とは反対側の面に枠状に凸部材８５が形成されていてもよい。
　以下、凸部材について説明する。
【０１２１】
　凸部材に用いられる材料としては、蓋基板上に枠状に形成することができ、有機ＥＬ層
側基板と仮封止用蓋材との密着に悪影響を及ぼさない材料であれば特に限定されるもので
はない。例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、エラストマー、コポリマー、アイオノマ
ー、紫外線硬化性樹脂や電子線硬化性樹脂等の光硬化性樹脂等が挙げられる。また、凸部
材の材料としては、上述した樹脂の他にも粘着材料を用いることができる。具体的な粘着
材料については、上記「（ｉｉｉ）第３態様」の項に記載した仮封止部材に用いられる粘
着材料と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【０１２２】
　凸部材の大きさとしては、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを十分に密着させること
ができる程度の大きさであれば特に限定されるものではない。例えば、凸部材の厚みとし
ては、有機ＥＬ層側基板表面の下底面から上底面までの高さと同程度であることが好まし
く、具体的には、０．５μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも１μｍ
～５０μｍの範囲内であることが好ましく、特に２μｍ～２０μｍの範囲内であることが
好ましい。なお、ここでの凸部材の厚みとは、例えば図１０（ｃ）に示すｔ４を指す。ま
た、凸部材の幅としては、具体的には、０．１ｍｍ～３００ｍｍの範囲内であることが好
ましく、中でも５ｍｍ～１００ｍｍの範囲内であることが好ましく、特に１０ｍｍ～５０
ｍｍの範囲内であることが好ましい。なお、ここでの凸部材の幅とは図１０（ｃ）に示す
ｗ３を指す。
【０１２３】
　上記凸部材の形成方法としては、凸部材を蓋基板上に枠状に形成することができる方法
であれば特に限定されるものではないが、例えば、スクリーン印刷法、グラビア印刷法、
フレキソ印刷法、インクジェット法等の印刷法、フォトリソグラフィー法、レーザー描画
法等が挙げられる。
【０１２４】
　（ｄ）金属板
　本工程において用いられる仮封止用蓋材は、磁性材料から構成された第１態様の仮封止
部材が用いられる場合、図１０（ａ）～（ｃ）に例示するように、基板２において画素電
極３および補助電極４が形成された側とは反対側の面に金属板２０が配置される。
　以下、金属板について説明する。
【０１２５】
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　金属板に用いられる材料としては、磁性材料から構成された第１態様の仮封止部材と所
定の磁力により接着する材料であれば特に限定されるものではなく、例えば一般的な強磁
性体材料が挙げられる。例えば、鉄、鉄合金、ニッケル、コバルト等が挙げられる。なお
、上述した材料以外にも、第１態様の仮封止部材に用いられる磁性材料と対極する磁性材
料等も用いることができる。
【０１２６】
　金属板の厚みとしては、磁性材料から構成された第１態様の仮封止部材と所定の磁力に
より密着する程度の厚みであれば特に限定されるものではない。例えば、１０μｍ～２０
００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも２０μｍ～１０００μｍの範囲内である
ことが好ましく、特に５０μｍ～７００μｍの範囲内であることが好ましい。
【０１２７】
　上記金属板は、基板において画素電極および補助電極が形成された側とは反対側の全面
に形成されたものであってもよく、あるいは、有機ＥＬ層側基板を介して対向する仮封止
用蓋材において枠状に形成された仮封止部材に対応して枠状またはパターン状に形成され
たものであってもよい。
【０１２８】
　金属板の形成方法としては、有機ＥＬ層側基板における基板の表面に形成してもよく、
あるいは有機ＥＬ層側基板とは別体として形成してもよい。金属板を有機ＥＬ層側基板に
おける基板の表面に形成する場合の金属板の形成方法としては、金属板の材料や金属板の
形状に応じて適宜選択されるものであり特に限定されるものではないが、例えばメッキ法
が挙げられる。メッキ法としては一般的に用いられるメッキ法を用いることができ、具体
的には、湿式メッキ法である電解メッキ法や無電解メッキ法、乾式メッキ法である真空蒸
着法、スパッタリング法、メタリコン法等が挙げられる。また、金属板を有機ＥＬ層側基
板とは別体として形成する場合の金属板の形成方法としては、金属板の材料や金属板の形
状に応じて適宜選択されるものであり、一般的な方法を用いることができる。例えば、市
販の金属板を所定の大きさや形状に切断して金属板を形成してもよい。
【０１２９】
　（ｅ）磁性板
　本工程において用いられる仮封止用蓋材は、金属材料から構成された第２態様の仮封止
部材が用いられる場合、図１１（ａ）～（ｃ）および図１２に例示するように、基板２の
いずれか一方の面に磁性板２１が配置される。なお、図１２において説明していない符号
については、上述した図１と同様とすることができるためここでの説明は省略する。
　以下、磁性板について説明する。
【０１３０】
　磁性板に用いられる材料としては、金属材料から構成された第２態様の封止部材と所定
の磁力により密着する材料であれば特に限定されるものではないが、例えば、ネオジウム
磁石、フェライト磁石、サマコバ磁石、アルニコ磁石、またはこれらの磁性材料が練りこ
まれた樹脂等が挙げられる。
【０１３１】
　また、磁性板に用いられる上記材料のうち、導電性を有する磁性材料を用いる場合、磁
性板は図１１（ａ）～（ｃ）に例示するように、基板２において画素電極３および補助電
極４が形成された側とは反対側の面に配置される。これにより、磁性板により画素電極と
補助電極との間で短絡が生じるのを防止することができる。一方、磁性板に用いられる材
料が導電性を有さない磁性材料である場合には、図１１（ａ）～（ｃ）に例示するように
、基板２において画素電極３および補助電極４が形成された側とは反対側の面に配置され
ていてもよく、あるいは、図１２に例示するように、基板２において画素電極３および補
助電極４が形成された側の面に配置されていてもよい。
【０１３２】
　磁性板の厚みとしては、金属材料から構成された第２態様の仮封止部材と所定の磁力に
より接着することができる程度の厚みであれば特に限定されるものではない。なお、磁性
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板の具体的な厚みについては、上述した金属板の厚みと同様とすることができるため、こ
こでの記載は省略する。
【０１３３】
　上記磁性板は、基板において画素電極および補助電極が形成された側とは反対側の全面
に形成されたものであってもよく、あるいは、有機ＥＬ層側基板を介して対向する仮封止
用蓋材において枠状に形成された仮封止部材に対応して枠状またはパターン状に形成され
たものであってもよい。
【０１３４】
　磁性板の形成方法としては、有機ＥＬ層側基板における基板の表面に形成してもよく、
あるいは有機ＥＬ層側基板とは別体として形成してもよい。磁性板を有機ＥＬ層側基板に
おける基板の表面に形成する場合の金属板の形成方法としては、磁性板に用いられる材料
や磁性板の形状に応じて適宜選択されるものである。具体的な形成方法としては、金属板
の形成方法と同様の方法を用いることができるためここでの記載は省略する。
【０１３５】
　（２）減圧密封工程
　本発明における減圧密封工程は、第１圧力下で、上記有機ＥＬ層側基板準備工程で得ら
れた上記有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を対向させて上記スペーサ部の頂部に上記仮封
止用蓋材が上記有機層を介して接触するように配置し、上記有機ＥＬ層側基板および上記
仮封止用蓋材の間の空間を密封して上記有機ＥＬ層側基板表面を上記仮封止用蓋材で封止
する工程である。
【０１３６】
　このような工程を行う方法としては、具体的には、次のような方法が挙げられる。すな
わち、まず、第１圧力である所定の真空度に設定された真空チャンバー内において、外周
部にシール剤が形成された有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを対向させて配置し、有機
ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを接触させて、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の
空間を密封する方法や、第１圧力に設定された真空チャンバー内において、治具等を用い
て有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間を密封する方法が挙げられる。
【０１３７】
　このような本工程により減圧密封された有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間
は、第１圧力である所定の真空度となる。具体的には、後述する密着工程にて有機ＥＬ層
側基板および仮封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整することにより、有機ＥＬ層側
基板および仮封止用蓋材の間の空間と有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の外周の空間
との間に差圧を生じさせて、上記有機ＥＬ層側基板と上記仮封止用蓋材とを十分に密着さ
せることができ、後述する接触部形成工程においてレーザー光により除去される有機層の
粉塵が画素領域に飛散するのを防ぐことができれば特に限定されるものではないが、真空
度の値ができるだけ大きいこと、すなわち、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空
間の圧力の値ができるだけ小さいことが好ましい。中でも、本工程においては、有機ＥＬ
層側基板と仮封止用蓋材との間の空間が真空空間であることが好ましい。具体的な真空度
としては、１×１０－５Ｐａ～１×１０４Ｐａの範囲内であることが好ましく、中でも１
×１０－５Ｐａ～１×１０３Ｐａの範囲内であることが好ましく、特に１×１０－５Ｐａ
～１×１０２Ｐａの範囲内であることが好ましい。
【０１３８】
　３．密着工程
　本発明においては、上記減圧密封工程で密封された上記有機ＥＬ層側基板および上記仮
封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整して上記有機ＥＬ層側基板および上記仮封止用
蓋材を密着させる密着工程を行う。
　以下、具体的な密着工程について説明する。
【０１３９】
　本工程は、上述した減圧密封工程において、第１圧力下で密封された有機ＥＬ層側基板
および仮封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整することにより、有機ＥＬ層側基板お
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よび仮封止用蓋材の間の空間と有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の外周の空間との間
に差圧を生じさせ、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材を密着させる工程である。
【０１４０】
　有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の外周の空間を第２圧力に調整する方法としては
、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の間の空間と有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋
材の外周の空間との間に差圧を生じさせ、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材を密着さ
せることができる方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、以下のような方
法が挙げられる。すなわち、真空チャンバー内にて密封された有機ＥＬ層側基板および仮
封止用蓋材を、常圧空間にさらすことにより有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の外周
の空間を常圧に戻す方法や、真空チャンバー内にて有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材
の間の空間を密封した後に、真空チャンバー内に気体を流入させて加圧する方法等が挙げ
られる。なお、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材を常圧空間にさらす方法により密着
工程を行う場合における上記「常圧空間」としては、有機ＥＬ表示素子の劣化を抑制する
という観点から、例えば酸素濃度および水分濃度が少なくとも１ｐｐｍ以下であり、窒素
やアルゴン等の不活性ガスで充填された空間であることが好ましい。
【０１４１】
　上記「第２圧力」としては、減圧密封工程における第１圧力よりも高い圧力であり、ま
た第１圧力と第２圧力との差圧により有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を密着させること
ができる程度の圧力であれば特に限定されるものではないが、例えば第２圧力が第１圧力
よりも１００Ｐａ以上高いことが好ましく、中でも１０００Ｐａ以上高いことが好ましく
、特に１００００Ｐａ以上高いことが好ましい。第２圧力と第１圧力との差圧が上記数値
以上であることにより、有機ＥＬ層側基板に仮封止用蓋材を十分に密着させることができ
る。
【０１４２】
　４．接触部形成工程
　本発明においては、上記仮封止用蓋材を介してレーザー光を照射して、上記補助電極上
に形成された上記有機層を除去して上記接触部を形成する接触部形成工程を行う。
　以下、本工程において形成される接触部および具体的な接触部形成工程について説明す
る。
【０１４３】
　（１）接触部
　本工程において形成される接触部は、補助電極と後述する透明電極層とが接触する領域
である。
【０１４４】
　本工程において形成される接触部の平面形状としては、後述する透明電極層と補助電極
とを電気的に十分に接続することができるような平面形状であれば特に限定されるもので
はなく、例えば、矩形や円形等が挙げられる。
【０１４５】
　また、上記接触部の態様としては、後述する透明電極層と補助電極とを電気的に十分に
接続することができるものであれば特に限定されるものではない。図１４（ａ）～（ｃ）
は、本工程において形成される接触部の態様を説明する模式図である。上記接触部９の具
体的な態様としては、図１４（ａ）に示すように、補助電極４上に形成された少なくとも
１層の有機層６をストライプ状に除去して形成された態様であってもよく、図１４（ｂ）
に示すように、補助電極４上に形成された少なくとも１層の有機層６に開口部を設けて形
成された態様であってもよく、図１４（ｃ）に示すように、補助電極４上に形成された少
なくとも１層の有機層６に複数の開口部を設けて形成された態様であってもよい。
【０１４６】
　（２）接触部形成工程
　本発明における接触部形成工程は、仮封止用蓋材を介してレーザー光を照射して補助電
極を覆う有機層を除去することにより、上述した接触部を形成する工程を有する。なお、



(27) JP 2015-49982 A 2015.3.16

10

20

30

40

50

上述した密着工程として真空チャンバー内に気体を流入させて加圧する方法を用いる場合
には、例えば次のような方法により本工程を行うことができる。すなわち、ガラス等の透
光性基材から構成される真空チャンバーに設置されたレーザー光透過窓等を介してレーザ
ー光を照射し、補助電極を覆う有機層を除去することにより接触部を形成する方法である
。
【０１４７】
　本工程に用いられるレーザー光としては、仮封止用蓋材を介して照射した際に仮封止用
蓋材を透過して補助電極を覆う有機層を除去することが可能なものであれば特に限定され
るものではなく、有機層のレーザー光による除去方法において一般的に用いられるレーザ
ー光を採用することができる。レーザー光としては、例えば、ＹＡＧ、Ａｒイオン、Ｈｅ
－Ｎｅ、ＫｒＦ、炭素レーザー（ＣＯ２レーザー）等が挙げられる。
【０１４８】
　５．透明電極層形成工程
　本発明においては、上記補助電極と上記接触部で電気的に接続されるように、上記有機
ＥＬ層および上記接触部上に透明電極層を形成する透明電極層形成工程を行う。
　以下、本工程において形成される透明電極層および具体的な透明電極層形成工程につい
て説明する。
【０１４９】
　（１）透明電極層
　本工程における透明電極層は、有機ＥＬ層側基板上に形成されるものである。
【０１５０】
　上記透明電極層は、透明性および導電性を有するものであればよく、例えば金属酸化物
が挙げられる。具体的な金属酸化物としては、酸化インジウム錫、酸化インジウム、酸化
インジウム亜鉛、酸化亜鉛、および酸化第二錫等が挙げられる。また、マグネシウム－銀
合金、アルミニウム、およびカルシウム等の金属材料についても、光透過性を有する程度
に薄く成膜する場合には用いることができる。
【０１５１】
　（２）透明電極層形成工程
　本発明における透明電極層形成工程は、上記密着工程にて有機ＥＬ層側基板に密着させ
た仮封止用蓋材を剥離して、上記補助電極と上記接触部で電気的に接続されるように、上
記有機ＥＬ層および上記接触部上に透明電極層を形成する工程を有する。
【０１５２】
　有機ＥＬ層側基板表面から仮封止用蓋材を剥離する方法としては、仮封止用蓋材の構成
に応じて適宜選択されるものであり、特に限定されるものではない。例えば、仮封止用蓋
材の有機ＥＬ層側基板に対向する面と反対側の面に磁性材料または金属材料からなる仮封
止部材が形成されている場合には、仮封止用蓋材に金属板または磁性板を近づけて磁力に
より仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板から剥離する方法が挙げられる。また、この他にも
、ピーラー等を用いた物理的手法により仮封止用蓋材を有機ＥＬ層側基板から剥離する方
法が挙げられる。
【０１５３】
　透明電極層の形成方法としては、一般的な電極の形成方法を用いることができ、例えば
、真空蒸着法、スパッタリング法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等のＰＶＤ法、
またはＣＶＤ法等を挙げることができる。
【０１５４】
　６．その他の工程
　本発明においては、上述した工程を有していれば特に限定されるものではなく、その他
の工程を有していてもよい。その他の工程としては、例えば、有機ＥＬ表示装置を封止基
板により封止する封止工程が挙げられる。
　以下、封止基板について説明する。
【０１５５】
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　本発明における有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であるため、封止基板は光透
過性を有している。封止基板の光透過性としては、可視光領域の波長に対して透過性を有
していればよく、具体的には、可視光領域の全波長範囲に対する光透過率が８０％以上で
あることが好ましく、中でも８５％以上、特に９０％以上であることが好ましい。
　ここで、光透過率は、例えば島津製作所製紫外可視光分光光度計ＵＶ－３６００により
測定することができる。
【０１５６】
　また、封止基板は、可撓性を有していてもよく有さなくてもよく、有機ＥＬ表示装置の
用途により適宜選択される。
【０１５７】
　封止基板の材料としては、光透過性を有する封止基板が得られるものであれば特に限定
されるものではなく、例えば、石英、ガラス等の無機材料や、アクリル樹脂、ＣＯＰと称
されるシクロオレフィンポリマー、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリイミド、ポリアミドイミド
、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン等の樹脂が
挙げられる。
　また、樹脂製の封止基板の表面にはガスバリア層が形成されていてもよい。
【０１５８】
　封止基板の厚みとしては、封止基板の材料および有機ＥＬ装置の用途により適宜選択さ
れる。具体的に、封止基板の厚みは０．００１ｍｍ～５ｍｍ程度である。
【０１５９】
　７．有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられる製造装置
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられる製造装置としては、有機ＥＬ層側基
板準備工程、減圧密封工程、密着工程、および接触部形成工程を行うことが可能な製造装
置であれば特に限定されるものではない。
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられる製造装置について図を参照し
ながら説明する。
【０１６０】
　図１５は、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられる製造装置の一例を示す構
成図である。図１５に例示するように、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いられ
る製造装置は、次のような構成を有するものである。すなわち、まず、有機ＥＬ層側基板
を形成する有機ＥＬ層側基板形成装置を有する。次に、仮封止用蓋材を形成する仮封止用
蓋材形成装置を有し、本装置にて有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とが貼り合わされる。
なお、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との貼り合せは、チャンバー内にて行われる。続
いて、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間を減圧密封する減圧密封装置を有す
る。本装置では、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とが配置されたチャンバー内が第１圧
力に調整され、有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間が密封される。次に、仮封
止用蓋材側から有機ＥＬ層側基板における補助電極上の有機層にレーザー光を照射するレ
ーザー光照射装置を有する。本装置では、仮封止用蓋材により減圧密封された有機ＥＬ層
側基板がチャンバー内から取り出されるか、あるいはチャンバー内が常圧雰囲気に調整さ
れることにより有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の外周の空間が第２圧力へと調整さ
れ、有機ＥＬ層側基板および仮封止用蓋材の間の空間の圧力とその外周の空間の圧力との
間に差が設けられる。最後に、有機ＥＬ層側基板から仮封止用蓋材を剥離して、有機ＥＬ
層側基板表面に透明電極層を形成する透明電極層形成装置を有する。このように、有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法に用いられる製造装置は、図１５の実線矢印で示される順に各構成
を有するものである。
【０１６１】
　また、有機ＥＬ表示装置の製造に用いられる仮封止用蓋材が、磁性材料からなる第１態
様の仮封止部材である場合、または金属材料からなる第２態様の仮封止部材である場合に
は、上記仮封止部材を再利用することができる。この場合には、次のような構成を更に有
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する。すなわち、例えば図１５の破線矢印で示されるように、レーザー光照射装置から透
明電極層形成装置に有機ＥＬ層側基板が搬送される際、有機ＥＬ層側基板から剥離された
仮封止用蓋材を蓋基板と仮封止部材とに分離して仮封止部材を回収する仮封止部材回収装
置を有する。なお、本装置にて回収された仮封止部材は、図１５の破線矢印に示されるよ
うに仮封止用蓋材形成装置へと搬送され、再度、仮封止用蓋材の形成に用いられる。
【０１６２】
　ここで、仮封止用蓋材を蓋基板と仮封止部材とに分離して仮封止部材を回収する方法と
しては、例えば、蓋基板と仮封止部材とを剥離して仮封止部材を回収する方法や、蓋基板
を洗浄により除去して仮封止部材を回収する方法等が挙げられる。
【０１６３】
　Ｂ．仮封止用蓋材
　本発明の仮封止用蓋材は、上述のような製造方法に用いられるものである。
　このような仮封止用蓋材としては、次のような第４態様～第６態様が挙げられる。
【０１６４】
　まず、第４態様の仮封止用蓋材は、蓋基板と、上記蓋基板の少なくともいずれか一方の
面に形成された枠状の仮封止部材とを有し、上記仮封止部材が、磁性材料から構成されて
いることを特徴とするものである。なお、第４態様の仮封止用蓋材については、上記「Ａ
．有機ＥＬ表示装置の製造方法　２．減圧密封工程　（１）仮封止用蓋材」の項に記載の
、第１態様の仮封止部材を用いた場合と同様とすることができるため、ここでの記載は省
略する。
【０１６５】
　次に、第５態様の仮封止用蓋材は、蓋基板と、上記蓋基板の少なくともいずれか一方の
面に形成された枠状の仮封止部材とを有し、上記仮封止部材が、金属材料から構成されて
いることを特徴とするものである。なお、第５態様の仮封止用蓋材については、上記「Ａ
．有機ＥＬ表示装置の製造方法　２．減圧密封工程　（１）仮封止用蓋材」の項に記載の
、第２態様の仮封止部材を用いた場合と同様とすることができるため、ここでの記載は省
略する。
【０１６６】
　さらに、第６態様の仮封止用蓋材は、蓋基板と、上記蓋基板のいずれか一方の面に枠状
の仮封止部材とを有し、上記仮封止部材が、粘着材料から構成されていることを特徴とす
るものである。なお、第６態様の仮封止用蓋材については、上記「Ａ．有機ＥＬ表示装置
の製造方法　２．減圧密封工程　（１）仮封止用蓋材」の項に記載の、第３態様の仮封止
部材を用いた場合と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【０１６７】
　本発明の仮封止用蓋材は、上述の有機ＥＬ表示装置の製造方法に用いることができるた
め、表示特性の低下を抑制することができ、さらに、製造コストの増大や製造効率の低下
を防ぐことが可能な有機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【０１６８】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本
発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用
効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１６９】
　以下、本発明について実施例を用いて具体的に説明する。
【０１７０】
　（画素電極および補助電極形成工程）
　膜厚０．７ｍｍの無アルカリガラスからなる基板上に、膜厚１５０ｎｍのクロム膜をパ
ターン状に成膜して画素電極を形成した。その後、上記画素電極の間に膜厚１５０ｎｍの
クロム膜をストライプ状に成膜して補助電極を形成した。
【０１７１】
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　（スペーサ部形成工程）
　次に、画素電極と補助電極において接触部を形成する領域との間に、フォトリソグラフ
ィー法によりスペーサ部を形成した。なお、スペーサ部の平面形状は枠状であり、縦断面
形状は順テーパー形状であった。また、スペーサ部の高さは１．５μｍであった。
【０１７２】
　（有機ＥＬ層形成工程）
　次に、画素電極上に０．１μｍの正孔注入層を形成した。次いで、正孔注入層上に、０
．３μｍの発光層を形成した。その後、発光層上に、０．３μｍの電子輸送層を形成し、
有機ＥＬ層とした。なお、本工程においては、画素電極上に有機ＥＬ層を形成するととも
に、補助電極上にも形成した。
【０１７３】
　このようにして、有機ＥＬ層側基板を形成した。
【０１７４】
　（減圧密封工程および密着工程）
　続いて、真空度を５０Ｐａに設定した真空チャンバー内に、上記工程により得られた有
機ＥＬ層側基板を配置し、上記有機ＥＬ層側基板表面に仮封止用蓋材を対向させて接着さ
せた。このとき用いた仮封止用蓋材は下記表１に示す条件を満たす。
【０１７５】
【表１】

【０１７６】
　表１に示した実施例１、実施例３～９のように、磁性材料からなる仮封止部材を有する
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ｉ合金からなる金属板を配置した。また、実施例２、実施例１０～１６のように、金属材
料からなる仮封止部材を有する仮封止用蓋材を用いたときには、有機ＥＬ層側基板の基板
側に磁力が２００ｍＴのネオジウム磁石からなる磁性板を配置した。
【０１７７】
　このようにして、真空チャンバー内にて有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを減圧密封
した後、真空チャンバー内に窒素ガスを流入させてチャンバー内を常圧の状態にし、有機
ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材とを密着させた。
【０１７８】
　なお、上記表１において、仮封止用蓋材における部材ＩＩＩにはアクリル系の粘着材料
を用いた。上記粘着材料の粘着力は、オリエンテック社製　テンシロンSTA-1150を用いた
。測定は、温度２４℃、湿度３５％の条件下にて、剥離速度３００ｍｍ／ｓｅｃで９０度
剥離を行うことにより実施した。
【０１７９】
　（接触部形成工程）
　次に、仮封止用蓋材を介してエネルギー密度が５００ｍＪ／ｃｍ２、スポット径が１０
μｍφ、波長３５５ｎｍ、パルス幅が５ｎｓｅｃのＹＡＧレーザー光を１ショット照射し
て、補助電極を覆う有機ＥＬ層を除去し、補助電極を露出させて接触部を形成した。
【０１８０】
　（電子注入層形成工程）
　接触部を形成後、有機ＥＬ層側基板表面から仮封止用蓋材を取り外し、有機ＥＬ層側基
板上にフッ化リチウムを膜厚０．５ｎｍとなるように真空蒸着法により成膜し、電子注入
層を形成した。
【０１８１】
　（透明電極層形成工程）
　その後、仮封止用蓋材を剥離して、接触部において上記電子注入層を介して露出した補
助電極に電気的に接続されるようにカルシウムを膜厚１０ｎｍ、アルミニウムを膜厚５ｎ
ｍとなるように真空蒸着法により成膜し、透明電極層を形成した。
【０１８２】
　このようにして有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１８３】
　（評価）
　１．密着性
　減圧密封工程において有機ＥＬ層側基板と密着した仮封止用蓋材が、接触部形成工程に
てどの程度の密着性を有していたかについて評価した。具体的には、表面に仮封止用蓋材
が密着した有機ＥＬ層側基板を傾けた際に、上記仮封止用蓋材が有機ＥＬ層側基板からず
れることなく密着した場合には「Ａ」、仮封止用蓋材が有機ＥＬ層側基板からずれた場合
には「Ｂ」と評価した。
【０１８４】
　２．封止性
　次に、減圧密封工程により減圧密封された有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との間の空
間が、接触部形成工程にてどの程度の封止性を有しているかについて評価した。具体的に
は、接触部形成工程でレーザー光により除去された有機層が画素領域に飛散するのを防止
し、表示特性の低下を防止することができた場合には「Ａ」、接触部形成工程でレーザー
光により除去された有機層が画素領域に僅かに飛散したものの、表示特性の低下を防止す
ることができた場合には「Ｂ」、接触部形成工程でレーザー光により除去された有機層が
画素領域に飛散し、表示特性が低下した場合には「Ｃ」と評価した。
　評価結果を表２に示す。
【０１８５】



(32) JP 2015-49982 A 2015.3.16

10

20

30

40

50

【表２】

【０１８６】
　減圧密封工程において用いられる仮封止用蓋材が蓋基板および仮封止部材から構成され
た実施例１～２３では、密着性の評価がいずれも「Ａ」であった。一方、仮封止部材を有
さない蓋材を用いた比較例では、密着性の評価が「Ｂ」であった。以上のことから、蓋基
板および仮封止部材から構成された仮封止用蓋材を用いることにより、有機ＥＬ層側基板
と仮封止用蓋材との密着性を向上させ、接触部形成工程の際に有機ＥＬ層側基板と仮封止
用蓋材との間の空間を十分に減圧密封することが可能であることが分かった。
【０１８７】
　また、仮封止用蓋材が蓋基板および仮封止部材から構成された実施例１～２３では、封
止性の評価がいずれも「Ａ」または「Ｂ」であった。一方、仮封止部材を有さない蓋材を
用いた比較例では、封止性の評価が「Ｃ」であった。以上のことから、蓋基板および仮封
止部材から構成された仮封止用蓋材を用いることにより、接触部形成工程において有機Ｅ
Ｌ層側基板と仮封止用蓋材との間の空間の封止性を高め、レーザー光により除去された有
機層が画素領域に飛散することによる表示特性の低下を防止することができることが分か
った。
　さらに、実施例１および実施例３、または実施例２および実施例１０を比較すると、仮
封止用蓋材が部材ＩＩのみを有する場合に比べて、仮封止用蓋材が部材ＩＩおよび部材Ｉ
ＩＩのいずれもを有する場合の方が、接触部形成工程において有機ＥＬ層側基板と仮封止
用蓋材との間の空間の封止性をより高めることができることが分かった。以上のことから
本発明においては、蓋基板、仮封止部材および凸部材から構成された仮封止用蓋材を用い
ることがより好ましいことが分かった。
　さらにまた、仮封止用蓋材が粘着材料からなる部材ＩＩＩを有する場合には、粘着材料
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る実施例１８～２３の方が、接触部形成工程における有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材と
の間の空間の封止性を高めることができた。以上のことから、仮封止用蓋材が粘着材料か
ら構成された仮封止部材を有する場合には、所定の粘着力を用する粘着材料を用いること
により、接触部形成工程における有機ＥＬ層側基板と仮封止用蓋材との封止性を高め、レ
ーザー光により除去された有機層が画素領域に飛散することによる表示特性の低下を防止
することができることが分かった。
【符号の説明】
【０１８８】
　１　…　有機ＥＬ層側基板
　２　…　基板
　３　…　画素電極
　４　…　補助電極
　５　…　スペーサ部
　６　…　有機層
　７　…　透明電極層
　８　…　仮封止用蓋材
　８０…　仮封止部材
　８３…　蓋基板
　９　…　接触部
　１００…　トップエミッション型有機ＥＬ表示装置
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